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下記の件について、官報に掲載されましたのでお知らせします。

なお、直近 日間分の官報は、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官報」

でご覧いただけます。（ ）

〔告 示〕

○ 炭酸飲料の日本農林規格の一部を改正する件（令和 年 月 日農林水産省告示第 号）

○ 炭酸飲料についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件（同第 号）

○ 構造用パネルの日本農林規格等※を確認する件（令和 年 月 日農林水産省告示第 号）

※①構造用パネル、②接着重ね材、③接着合せ材、④ぶどう糖の日本農林規格が確認されました。

官官 報報 情情 報報  

環境にやさしい オーガニック食材を食卓へ 

年までに
耕地の ％を有機へ
「みどりの食料システム戦略」（農水省）より

ＪＡＳ協会では、

「 毎月８日は 有機の日 」

キャンペーンに取り組んで

います。

詳細はＪＡＳ協会ＨＰを

参照してください。
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日本食品化工株式会社 代表取締役社長 荒川 健 氏（文中、敬称略）

［聞き手 協会専務理事 島﨑 眞人］

▲ 日本食品化工㈱ 荒川代表取締役社長

とうもろこし等を原料とするでん粉・糖化品

を中心とした素材を、お客様の様々なご要望に

合わせて製造販売する日本食品化工株式会社。

同社の代表取締役社長である荒川氏は、日本ス

ターチ・糖化工業会の会長も務められています。

業界団体として農業支援や環境問題に積極

的に取組まれており、加盟企業においてもそれ

ぞれにおいて独自の価値を提供しています。

今回は、日本スターチ・糖化工業会と日本食

品化工社における双方の取組や、異性化糖の持

つ可能性についてお話を伺いました。

島﨑 荒川社長は日本スターチ・糖化工業会

の会長も務められているということで、工業会

と御社についてのお話を伺いたく思います。

まず、業界団体の取組として農業への支援を

行っていますが、農村地域の活性化について現

状や今後の展望も含めてお話をお聞かせくだ

さい。

荒川 日本スターチ・糖化工業会は、主に輸

入とうもろこしを原料としてでん粉あるいは

糖化製品を製造する業界団体です。

令和 年度の国産でん粉の生産量は 万ト

ンであり、主にじゃがいもとさつまいもが生産

されていますが、日本全体のでん粉の必要量は

約 万トンであるため、足りない大部分は輸

入したとうもろこしから製造するコーンスタ

ーチで賄われています。国産でん粉の一番の課

題は、コストがかかってしまうということです。

例として、じゃがいもは秋に収穫され、でん粉

の工場で処理されますが、実際に工場が稼働し

ている期間は ヶ月くらいしかありません。稼

働していない期間を合わせると相当なコスト

がかかることになり、輸入とうもろこしからで

ん粉を作るより約 倍のコストがかかると

言われています。

日本の農業への支援

イン タ ビュ ー

日日本本ススタターーチチ・・糖糖化化工工業業会会ととししてて

温温室室効効果果ガガスス 年年にに ％％削削減減
～～ 農農業業支支援援ににもも貢貢献献 ～～
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そのギャップを埋めるために、輸入とうもろ

こしを原料としたでん粉（コーンスターチ）と

国産でん粉の価格が調整金によって調整され

ています。調整金があることが農家やでん粉の

生産工場の雇用に役立つことにつながり、さら

に地方の農業のみならず関連産業の維持にも

役立っているということを、より多くの人々に

向けて伝えています。

島﨑 そのような調整金があることは、ほと

んどの消費者はご存じないのではないでしょ

うか。

荒川 片栗粉をはじめとして、皆さんがよく

知っている春雨や麺類、水産物の練物にもやは

りばれいしょでん粉が必要です。価格が高いと

消費者の手が届かなくなるため、比較的コスト

がかからない輸入とうもろこしからの調整金

によってギャップを縮めています。

また、コーンスターチの原料として使用して

いるとうもろこしはデントコーンと言われる

種類のもので、アメリカ、南米あるいは中国な

どで大量に生産されており供給面で安定して

います。

▲ 原料のとうもろこし 左側 とコーンスターチ 右側

一番の用途は家畜用飼料ですが、そのうちの

分の ほどがでん粉用として使用されます。

島﨑 環境への配慮に向けて燃料転換をさ

れたとのことですが、その取組についてお聞か

せください。

荒川 地球温暖化問題や働き方改革など、政

府が打ち出している施策に対して、業界団体の

協力が求められています。私達としては、従事

者で積極的に話し合いをして、共通の行動指標

を決めてそれを基に各社が努力していくとい

う体制を取っている状況です。

日本は、 年にアメリカで行われた気候

変動サミットで、地球温暖化の原因とされる温

室効果ガスの削減目標として、 年度を基

準として 年度に ％削減することを目指

すこと、さらに ％削減に向けて挑戦を続け

ることを表明しました。これを受けて私達工業

会は、 年には二酸化炭素排出削減目標を

基準年度に比べ ％削減するという新たな

目標を定めました。

今までは主に石炭や重油を使用していまし

たが、これらの燃料を二酸化炭素排出量の少な

いガスなどに切り替えることで各社進めてい

ます。

例えば日本食品化工の富士工場では、動力設

備において重油からガスへの燃料転換を決定

しており、 年に稼働する予定です。

島﨑 ％の削減目標は非常に高く、とて

も驚いています。コスト負担も考えると難しい

取組だと思いますが、現状ではどのくらい実現

できているのでしょうか。

荒川 各社の努力により、現時点では、 ～

％ほど二酸化炭素の排出削減ができていま

す。また、最近ではスコープ という、原料の

仕入れから消費者が購入した後までの二酸化

環境配慮への取組
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炭素の排出量を可視化していく必要がありま

す。取引先の企業から尋ねられることがあるた

め、製品毎の排出量のデータから改善策の計画

までを全て準備しておく必要があります。この

取組は自主的に取り組んでいるだけでなく、時

代の変化、お客様や株主からの要請でもありま

す。

島﨑 配送方法においても環境に配慮され

ているとのことですが、どのような取組を行っ

ているのでしょうか。

荒川 配送については、トラックドライバー

の働き方改革に対して工業会の制度対策委員

会においてそれぞれができることを話し合い、

自主行動計画を示したという経緯になります。

自主行動計画の中で特に注目しているのは、ト

ラック輸送の無駄を省くことです。例えば、ロ

ーリー車の洗浄に時間がかかってしまうこと、

また、タンクへの納品時にトラックが集中する

と、順番待ちができてしまうことなどです。あ

るいはお客様の受け入れ準備に時間がかかり、

待ち時間が発生することもあります。特に異性

化糖や液状ぶどう糖、水あめは液状であるため、

配送において融通が利かないことが多くあり

ます。このため、ローリー車を効率良く動かし、

長時間の輸送を減らしていくことに注力して

いる状況です。

さらに、 ～ トンを運べるトレーラーを

使用し、より多い数量を一度に運ぶことで配送

の効率化にもつながります。また、配送先は大

手飲料メーカーから小規模の漬物メーカーな

ど多様ですので、現場に行ってトラックが入ら

ない可能性も考えられます。環境整備は個別の

ケースごとに時間をかけてでも取り組むべき

ことだと思います。

島﨑 液状製品は融通が利かないというの

は、どうしてでしょうか。

荒川 液状の製品の場合、受入先の工場に納

品するため、ポンプを備えたローリー車を必要

としますので、その点が粉状の製品と異なりま

す。

島﨑 お話いただいたような につなが

る取組というのは、社員の方々のモチベーショ

ンが上がるような気がします。

▲ 日本食品化工㈱ 荒川代表取締役社長

島﨑 御社の歴史について教えていただけ

ますか。

荒川 とうもろこしからでん粉を作ること

は江戸時代から行われていたと言われていま

す。コーンウェットミリングと言われる湿式法

によるとうもろこしの処理は、東アジアでは朝

鮮半島がまだ日本の植民地だった 年代に、

平壌にあった日本穀産工業という会社で始ま

りました。戦後は食糧難でいもの供給が足りな

い状況の中、とうもろこしが良いのではないか

という政府の声を受けて、 年に日本穀産

化工㈱が愛知県半田市でとうもろこしの湿式

法で処理する日本で最初の企業として創業し

ました。半田市は三河湾に面しているため原料

の供給や製品の搬出において輸送の便が良く、

消費地である名古屋が近いうえに労働力にも

日本食品化工の歴史
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恵まれていました。

次第に、とうもろこしでん粉は繊維の強化や

段ボールの接着剤として使われるようになり、

でん粉製造業者が増えて競争が激化しました。

創業の翌年の 年からは社名を日本食品化

工㈱に改めましたが、その後高度経済成長期に

入ると工業化が進み、富士地区は製紙会社が近

代化して原材料のでん粉が大量に必要になり

ました。半田工場だけでは製造が追いつかない

状況になり、 年に静岡県富士市に富士工

場を新設しました。

年代以降においては日本の輸出産業の

発展によって輸入バランスが悪化し、アメリカ

からの農産物輸入を拡大する必要が出ていま

した。そこで、もう一つ工場を持っていた方が

輸入のメリットを享受できるということで、三

菱商事㈱が岡山県倉敷市の水島地区にコンビ

ナートを作り、製粉会社や飼料会社を誘致して

いきました。当社も 年に水島工場を新設、

年に半田工場は操業を停止し、現在は富

士工場と水島工場の つとなりました。

島﨑 ホームページを拝見すると研究開発

に熱心に取り組まれて、液糖等の使用する幅を

広げていくところに力を入れられているよう

に感じましたが、どうでしょうか。

荒川 コーンスターチと異性化糖といった

主要な製品はある程度需要が安定しているた

め商品のラインアップに変化は少ないのです

が、水あめに関する分野は、新製品の開発や市

場開拓の可能性があると考えています。糖分の

吸収速度や、甘味離れといった健康に関する問

題についてどう対応していくかを研究しなが

ら開発に取り組んでいます。

研究と開発を繰り返してできた新たな製品

は、既存の規格がない分、その会社ならではの

ものを作りやすいと言えます。これからの時代

に求められる健康意識や調理技術の進化によ

る品質の追求といった要求に、応えられること

がたくさん出てきます。

島﨑 現在 は、世の中のニーズに応える

ということで法律改正によって様々な規格が

作れるようになっています。作り方のみを規定

した や障がい者が携わった証明のノウフ

ク 、さらに廃食用油のリサイクル工程管理

も生れています。また最近では、会社独自

の を国家規格に、さらには 化への取組

も始まっています。お話いただいた水あめの研

究分野においても、是非機会があれば国家規格

の検討をいただければと思います。

▲ 協会 島﨑専務

島﨑 異性化糖は清涼飲料への需要が最も

高いなか、調味料やパンの用途としても需要が

増えているように感じましたがどうでしょう

か。

荒川 調味料への需要は少し高まっている

傾向にありますが、パンにおいては圧倒的に砂

糖の需要が高いです。異性化糖は液状のため、

ニーズに応える研究開発の取組

異性化糖の需要
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清涼飲料に適していますが、パンの場合、色味

の調整や十分な甘さが必要になります。その点

を考慮した時に、砂糖のもつメリットが適して

いるため、異性化糖に大きく切り替わるという

ことにはなりません。

島﨑 異性化糖の において、製品の品質

の差はほとんどないと聞いていますが、それに

ついてはいかがでしょうか。

荒川 で規定されている基準があるこ

とで同じ品質の製品ができることは確かです。

取引においては、工業会会員のどこの企業から

買っても同じであるという安心感があります。

もしある工場に不具合があって別の工場から

買うとなった時でも、全く同じ品質の製品を使

用することができます。その点では の意義

は大きいと考えます。

業界にはスワップという言葉があり、物流費

削減目的や定期修繕対応を目的として、他社の

製品を自社の製品と交換する取引を指してい

ます。今は、異性化液糖の品質特性を活かして、

環境負荷の低減やトラックドライバーの働き

方改革のため、自社工場よりも他企業の工場の

方が納入先に近いような場合、相互に納品先を

交換するこの提携を拡大する必要があると考

えています。

一方で、水あめに関しては規定された規格が

なく、顧客ニーズに沿った開発と提案が可能で

あるため、 対 の取引の関係ができるという

特徴があります。

島﨑 異性化糖が誕生した当初は、この用語

が分かりづらいといった声もあったかと思い

ますが、どのようにお考えでしょうか。

荒川 もともとはぶどう糖から果糖に異性

化するという、研究分野で使われている言葉で

あるため、物質の価値や機能を表している言葉

ではありません。一方、食品表示においては「果

糖ぶどう糖液糖」などと表記されていて、それ

が充分に通用していることから、私どもとして

もこの「異性化」の名前を変えてもらわなけれ

ばならないという動きにはなっていません。

島﨑 今日は業界団体における役割や企業

の取組から、 に関する内容についても沢山

お話いただき、ありがとうございました。

異性化糖の用語について

「異性化糖をめぐる状況について」令和 年 月 農林水産省農産局地域作物課 より
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異性化糖の製造方法

異性化糖は、とうもろこしから作られたでん粉を原料にして作られます。酵素によってぶどう糖に分解し、

ろ過・脱色・濃縮などの工程を経ます。分解されたぶどう糖を、さらに異性化酵素によって、ぶどう糖の一部

を果糖に変化させることで異性化糖を製造します。

でん粉を使った新しい可能性

このスプーンや容器は、でん粉 ％、ポリプロピレン

％でできています。環境に配慮したプラスチック製品

で、でん粉配合率を ％以上にすることでプラスチック

識別表示が不要となります。手に取るとマットな質感が

あり、高級感のある触り心地がしました。

でん粉というと、食品に使われることばかり思い浮か

べますが、様々な用途がますます広がっています。

出典 日本スターチ・糖化工業会ＨＰ
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オオーーガガニニッッククビビレレッッジジ宣宣言言がが全全国国最最多多ととななっったた  

兵兵庫庫県県のの有有機機農農業業  

一般社団法人オーガニック認証センターは、兵庫県神戸市に本拠を置く有機 登録認証機関です。

食の安全と環境に配慮した農業を推進することを目的に、 年に設立され、昨年 周年を迎えま

した。今回は、当センターの活動と兵庫県における有機農業の取り組みについてご紹介します。

一般社団法人オーガニック認証センター 事務局長 野澤智博

オーガニック認証センターの紹介と兵庫県の有機農業の状況 

． オーガニック認証センターの活動

オーガニック認証センターでは、有機農産物、

有機加工食品の認証のほか、有機料理提供

や、独自認証として有機綿花の認証も行ってい

ます。認証件数は 件ほど、そのうち 分の

が有機農産物の生産行程管理者です。兵庫県

を中心とする関西の他、広島県や熊本県にも事

業者が多く、西日本を中心に認証を取得いただ

いています。

当センターは、公平・公正・迅速な対応をモ

ットーに、有機 認証事業者はもちろん、オ

ーガニックや認証制度について知りたいとい

う方にも親身になって対応することを心がけ

ています。新規事業者向けの指定講習会を毎月

開催するとともに、認証取得者向けには、

規格の復習とアップデートを目的に、フォロー

アップの講習会を開催しています。また、各地

の協議会や自治体向けにも、有機農業や有機

制度についてお話しする機会が増えてき

ています。研修や日々の問い合わせが増えるな

かで、有機 制度やオーガニックの意味な

ど、出来る限り分かりやすく、納得いただける

ように伝えられるよう、スタッフで話し合いな

がら業務に取り組んでいます。

． 兵庫県の有機農業の現況

兵庫県は、産消提携にいち早く取り組んだ

地域であり、消費者が有機農家を支えてきた

歴史があります。有機 認証を取得してい

る農業者の数でみると、兵庫県は全国で 番

目の 件（令和 年 月末時点）ですが、

有機 認証ほ場面積では 番目となり、認

証面積の割に認証事業者が多い県だといえま

す。当センターでも、兵庫県内の認証事業者の

有機耕地面積は、 以下の事業者が約 ％

を占め、 を超える事業者は約 となって

います。規模に関わらず、有機農家であること

の証として有機 認証を取得する方が多い

のかもしれません。

▲ オーガニック認証センターにおける

兵庫県内の有機 認証（農産）の推移

どんとこい有機 
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一方で、最近の傾向として、認証事業者数の

伸び以上に認証面積の拡大がみられます。当

センターの兵庫県内の認証面積は、 年度

の から 年度の と、

％以上増加しました。 年度もこの傾向

は続いており、米、麦、豆類等を中心に規模拡

大する事業者が増えています。

． 規模を広げる認証事業者の紹介

当センターの認証事業者のうち、兵庫県内

で最大の面積を取得している個人事業者が、

姫路市の小林一雅さんです。小林さんは、肥料

も農薬も使わない自然農法に取り組みながら、

有機ほ場面積を約 まで拡大しています。

生産品目は米、麦、大豆が中心ですが、特

に面積を増やしているのが「はだか麦」です。

寒さに弱いはだか麦は、水稲と組み合わせ、西

日本で広く栽培されていました。戦後しばら

くして生産面積が急減しましたが、近年では、

食物繊維やミネラルが豊富なことから栄養面

で注目を浴びています。また、もち性のはだか

麦である「もち麦」は、食味の面でも見直され

てきました。小林さんは、もち麦の他、うるち

性のはだか麦も栽培し、麦茶や麦味噌の原料

にしています。やさしい甘みが特徴の麦茶は

ファンも多いとのことで、ここ 年程で有機

ほ場を倍増させています。小林さんは昨年度、

有機加工食品の認証も取得しており、新たな

商品開発をして、より多くの方に健康的なは

だか麦製品を届けようと奮闘されています。

一方、兵庫県内で最も大きな面積の認証を

取得している団体が、コウノトリ育む農法で

知られる豊岡市のたじま農業協同組合（ た

じま）です。コウノトリは 年に一旦、野

生絶滅しましたが、人工飼育によるコウノト

リが 年に試験放鳥され、 年に初め

て野外での巣立ちが確認されました。コウノ

トリ育む農法の取り組みがはじまったのは、

放鳥に先立つ 年。化学合成農薬の制限や

冬季湛水等により、コウノトリの餌場となる

環境を復元することに努められてきました。

たじまは、 年にグループとして有機

認証を取得し、現在は構成員 件、約  

の有機ほ場でコウノトリ育むお米を生産して

います。豊岡市は、全国で 番目に有機農業

の取組面積が大きい市町村となっており、近

隣の市町を含め、コウノトリ育む農法は広が

りをみせています。生産方法の確立とブラン

ド化の成功により、有機認証の面積はまだ拡

大をしていきそうです。

全国最多のオーガニックビレッジ宣言 

 全国最多のオーガニックビレッジ宣言

みどりの食料システム戦略を受け、兵庫県で

は、豊岡市を含め全国で最多の 市町がオーガ

ニックビレッジ宣言をしています。大半の市町

▲ 有機 認証事業

者 小林一雅さん

のはだか麦

▲ たじまのコウノトリ
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では、有機給食を取り組みとして掲げており、

有機農産物の供給先として学校給食が注目さ

れています。有機農業の取組面積が大きい豊岡

市、丹波市、丹波篠山市等では、部分的に有機

給食を導入していますが、今後有機農産物の提

供量を増やしていくには、有機農業の担い手育

成が急務との声が各地で聞かれます。

なかでも丹波篠山市では、既に学校給食のご

飯全量に、環境や生き物に配慮した特別栽培米

を使用していますが、 年度から、有機

転換期間中のお米を「有機チャレンジ米」と位

置づけ、市内の学校給食に使用する取り組みを

開始しました。令和 年度は、給食 日分、合

計 トンを提供されたとのことで、消費の面か

ら有機農業の普及につなげると同時に、有機

認証の取得をサポートする仕組みづくり

を行っています。

一方、まだ有機農業の取り組みが少ないなが

らも、地域の将来を見据え、有機農業の機運を

高めるために宣言を行った市町もあります。こ

れまで有機 認証の取得者がいなかった上

郡町でも、今回の宣言を出発点に、まずは有機

農業や有機 制度についての理解醸成に力

を入れており、当センターでも勉強会の講師を

務めるなど協力をしています。また、昨秋に神

戸市内で開催されたイベント「オーガニックの

つどい」では、宣言を行った 市町がブースを

出店し、上郡町も町の職員が有機農業の取り組

みをアピールしていました。町の後押しも受け、

今年、上郡町ではじめての認証事業者が誕生し

ました。

 有機農業に力を入れる兵庫県の農政

兵庫県では、知事がリーダーシップをとり、

令和 年度から「有機農業を含む環境創造型農

業推進施策検討会」が設置されました。本検討

会では、生産の拡大対策につながる人材の育成

と、流通・販売の出口対策の両面で施策を打ち

出していく方針が掲げられています。その中に

は、学校給食での利用促進に向けた、有機農産

物に対する理解醸成に向けた支援や、酒どころ

らしい有機日本酒の商品化への支援も盛り込

まれています。

知事は今年年頭のあいさつの中でも、兵庫県

の持続的な成長を支える取り組みとして、有機

農業の拡大を挙げており、県が率先して有機農

業を推進していく姿勢を示しています。

 認証機関としての抱負

産消提携が広がり、兵庫県有機農業研究会が

設立されてから 年、消費者、生産者のひた

むきな努力のなかで、兵庫県では有機農業が重

要な産業として位置づけられるようになりま

した。生協やスーパーなど、有機製品を購入す

る選択肢が広がり、 等で生産者ともつなが

りやすくなった今、有機製品への関心を高める

取り組みが改めて必要と感じています。

販売方法が多様化するなか、費用や労力をか

けて有機 認証を取得する必要があるかと

いう声もありますが、認証事業者によっては、

販路の拡大だけでなく、記録を重視することを

通して、農業経営を見直すことが出来たという

お話も伺います。有機 認証を取得して良か

ったと思っていただけるよう、認証制度の適正

な審査と、認証に取り組みやすい環境づくりを

通して、有機農業の担い手を増やすサポートを

していきたいと思います。

▲ 上郡町のイベントブース
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令令和和 66 年年度度林林野野庁庁予予算算ににつついいてて  
～～木木材材利利用用推推進進関関係係予予算算とと JJAASS～～  

林野庁木材産業課で 材の普及等を担当

している高木と申します。

今回、 年度の林野庁予算のうち、木材利

用推進に関する予算を紹介したいと思います。

まず、林野庁の令和 年度予算を大まかにみ

ると総額 千億円のうち、森林を適切に管理す

るための森林整備事業や、山地災害から住民を

守る治山事業などの公共事業が約 千億円、そ

の他の非公共事業が約 千億円という構成に

なります。非公共事業の中には木材利用推進の

ための予算が含まれております。このほか、林

野庁予算では令和５年度補正予算が総額 千

百億円が措置されており、これは実質的に令和

年度執行となります。

それでは、木材利用に係る予算について紹介

予算の詳細の前に、まず我が国の森林と木材利

用の概要について説明します。

我が国は、国土面積 万 に対し、約

分の の 万 が森林という、世界有

数の森林国です。森林面積のうちスギやヒノキ

などの人工林が約 万 で、さらにその

うちの約 万 が植林後 年を超えて成

熟し、利用期となってきています。

樹木は毎年成長することから、伐採して利用

した分 万㎥を差し引いたうえで、全国ベ

ースでは山の木材の量は毎年約 万㎥増

加していると考えられています。このすべてが

利用できるわけではありませんが、国産材の供

給量をまだ増やしても、森林資源を持続的に利

用していくことが可能と考えられます。しかし、

木材自給率は最低値となった平成 年の

％から増加傾向が続き令和 年で ％

となっていますが、まだ過半とはなっておらず

これをさらに増やしていくためには、森林の伐

採やその後の植林・育林、木材加工施設などの

サプライチェーン全体の強化・効率化により、

輸入材と競争力ある価格で安定的に木材を供

給するとともに、施主や建築事業者等に木造建

築を選択してもらい、性能が確かな 材等の

木材を使用してもらう必要があります。なお、

建築事業者の中には、梁・桁などの横架材は長

年ベイマツなどを使用してきたため、スギは横

架材には使えないといった先入観を持ってい

る者も多いようですが、その場合も の強度

等を示して、スギでも利用できると するこ

とが有効だと感じているところです。

建築事業者は、安全な木造建築物とするため

に、建築基準関係法令に基づき、耐力壁の量や

柱の寸法を簡易的に定めた「仕様規定」か、あ

るいは部材一本一本にかかる荷重や風・地震に

耐えるには建築物としてどれだけの強度が必

ははじじめめにに  １

我我がが国国のの森森林林とと木木材材利利用用のの
概概要要  ２

おどろ木 桃ノ木 山椒の木

林野庁 林政部 木材産業課 木材製品調査班 課長補佐 高木 望 
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要か計算する「構造計算」により、建築するこ

とになります。

「構造計算」に当たっては、国土交通省が告

示で定める「基準強度」の値が必要になります。

林産物の 構造材については、製材、× 材、

集成材、 、 などがありますが、強度等級

に応じて基本的に基準強度が与えられており、

一本一本の木材の持つ強度を活かした設計・施

工が可能になります。このため、林野庁として

は、木材の需要先である木造建築物を増やすた

めにも、 材の製造を増やしていく必要があ

ると考えています。なお、林産物のうち製材に

ついては 格付率約 ％（ 年）と低くな

っていますが、これは製材の主要な用途である

住宅は構造計算を必須としない仕様規定での

建築が多いこと、このため製造側及び利用側の

両者ともにコスト面から 材以外が選択さ

れている場合が多いこと、さらに 材でない

ものにおいて「無等級材」には基準強度が与え

られていることが理由と考えられます。しかし、

令和 年 月の改正建築基準法施行により、住

宅の省エネ化のため断熱性能等を向上させる

ために建築物が重量化することから、構造計算

による建築が増えると思われること、仕様規定

で建築する場合であっても 材等の強度を

活かした設計を行うこともできるようになる

ことから、製材においても 材の需要が増加

するものと考えています。また、製材工場側か

らは、構造計算の有無にかかわらず、施主や住

人の安全・安心のためにも品質性能の確かな

材の利用を働きかけていく必要があると

思っています。

また、木材を利用することは、長期間にわた

り二酸化炭素を固定するとともに、新たに植林

して二酸化炭素を吸収することにつながるた

め、政府が掲げている 年カーボンニュー

トラルに向けても重要な取り組みということ

ができます（図表 ）。
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もう一点、昨年話題となった花粉症対策につ

いても簡単に触れておきたいと思います。

令和 年春に、岸田総理の指示のもと「花粉症

に関する関係閣僚会議」が設置され、令和 年

月 日に行われた第 回関係閣僚会議におい

て、「花粉症対策の全体像」が決定されました。

花粉症問題の解決に向けては、

・花粉の発生源となるスギ人工林を減少させ

るための「発生源対策」、

・スギ花粉の飛散量の予測や飛散防止のため

の「飛散対策」、

・花粉症の治療や予防の推進のための「発症・

曝露対策」

という 本の柱の下、関係省庁が連携して政

府一丸となって様々な対策に取り組んでいく

こととされています。

このうち、林野庁が中心となって取り組んで

いくものが「発生源対策」です。

花粉発生源となるスギ人工林は、 万 と

見込まれており、これを 年間で約 割減少

させることが求められています。 割減となっ

た場合、花粉量の多かった令和 年春の場合で

考えても平年並みの水準まで花粉量を減少さ

せる効果が期待できると考えられています。

この目標の達成に向けて、スギ人工林の伐採

面積を現状の約 万 ／年から 年後には約

万 ／年まで増加させるのと同時に、伐採跡

地には花粉の少ないスギ苗木や他樹種による

植え替え等を進めていくことになります。

これに伴いスギ材の供給量が増えるため、ス

ギ材の需要拡大も支援することとなっています。

それでは、木材利用に関する予算について、

令和 年度補正予算から紹介します。まずは、

建築用木材供給・利用の強化です（図表 ）。

． 建築実証支援について、 を活用した

設計・建築等の実証を支援するほか、 等

の様々な木材の利用拡大に繋がる技術開発

も支援しています。この中では、 材をよ

り使いやすくする規格改正に向けた試験な

どへの支援も可能となっています。

． 構造材の建築物への利用実証について

は、今後の人口減少とともに住宅需要の減少

が見込まれる中、それに代わる需要先として、

木造率の低い非住宅を実証的に木造化して

いこうとするものであり、構造計算に対応で

きる 構造材の調達費の一部について助

成するものです。

．外構部等の木質化対策については、木造の

塀などの外構部の木質化を支援するもので

す。

次に花粉症対策ですが、ここでは「スギ材の

需要拡大」部分に絞って紹介します（図表 ）。

．花粉症対策木材活用加工流通施設等の整備

については、スギ材を活用する木材加工流通

施設における加工機械の導入支援を行うほ

か、直接的には木材加工量の増加につながら

ないストック機能強化にも支援できるよう

になっています。

．花粉症対策木材利用推進については、住宅

分野でのスギ材の需要を拡大するため、中小

工務店等におけるスギ 構造材等の利用

促進を支援するものです。具体的には、横架

材などこれまで輸入材を使っていた部材にス

ギを利用するため、住宅の設計や部材の調達

先を変更するなどの取組を想定しています。

．花粉症対策木材の活用に向けた技術開発に

ついては、スギ製品の開発や製造の低コスト

化など、設計や建築に係る技術開発を支援す

るものです。

．花粉症対策木材の利用拡大に向けた機運の

醸成については、建築物の木造・木質化を促

進するイベントの開催や を活用した情

報発信など、スギ材活用の機運の醸成を図る

取組を支援するものです。

木木材材利利用用にに関関すするる  
令令和和 55 年年度度補補正正予予算算  
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次に、令和 年度当初予算から、建築用木材供

給・利用強化対策について紹介します（図表 ）。

木材の建築物への安定需要拡大のためのも

ので、大きく分けて つの事業があります。

．森林を活かす都市の木造化等促進総合対策

事業については、中層建築物に重点を置いた

建築用木材の利用実証や、強度や耐火性に優

れた建築用木材の技術開発・普及の支援に加

えて、木材流通の面からも、川上・川中・川

下関係者の顔の見える関係性を重視した木

材安定供給体制構築や 製材のサプライ

チェーン構築などを支援します。

． ・ 等の建築物への利用環境整備事業

については、 等の普及に向けた設計・建

築の実証や、標準的な木造化モデルの作成・

接合金物の開発、また、大径材等の活用に向

けた設計手法や効率的な加工技術の開発・普

及、さらに 等建築物の設計者・施工者の

育成への支援や、これから中大規模建築物の

設計・施工に向けてさらに普及が見込まれる

： 次

元の建築物のモデルを構築するシステムで、

部材一つ一つに種類や強度などの情報を持

たせることができる を活用した設計・施工

手法等の検討などに支援することとしてい

ます。

各種施策において、木材製品の生産能力を増

やしていくことも重要ですが、需要拡大に向け

ては木材を建築事業者に届ける際に、どういう

性能の木材なのかわかってもらうことも同様

に重要です。令和 年 月の建築基準法改正の

後押しもあり、品質・性能を明確にした林産物の

はますます重要になってきますので、林野庁

としても木材産業界や建築業界と連携して、

の普及に努めていきたいと考えています。

令令和和 66 年年度度当当初初予予算算  建建築築
用用木木材材供供給給・・利利用用強強化化対対策策  

最最後後にに  
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ＪＡＳ関連情報    

日本農林規格調査会

有機ＪＡＳを含む１1規格の改正・確認を審議 

ビオ（Bio）表示の規制について、検討の意向示される 

令和 年 月 日に、日本農林規格（ ）

の改正及び確認の審議のため、日本農林規格調

査会（令和 年度第 回）が農林水産省特別第

会議室で開催されました。

今回の調査会では、 規格の制定・見直し

の基準に照らして妥当と考えられる「乾燥スー

プの 」等の 規格の改正、「農産物漬物の

」等の 規格の規格内容は現行どおりとし

て様式のみ改正について審議されました。

【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・乾燥スープ は、乾燥コンソメ、乾燥ポタ

ージュ等について、乾燥の指標である「水分」、

塩味の指標である「食塩分」、うま味の指標

である「全窒素分」などの品質基準を規定し

ている。

・当該 では、食塩分の試験方法として、電

位差滴定装置を用いた自動滴定法と指示薬

を用いた手動滴定法が規定されており、いず

れかの方法によって食塩分を測定している。

・乾燥スープの製造業者の中には風味調味料

も製造しており、乾燥コンソメ、乾燥ポター

ジュの食塩分を自動滴定法によって測定す

る際に、風味調味料 で規定された方法も

選択できるように改正することで、効率的に

試験を実施することが可能となる。なお、比

較試験の結果、両方法において同等な測定値

となることを確認した。

・併せて、 の国際規格との連動性、規格の

検索性・利便性向上のため、他の と同様

に の様式作成の手引きを考慮して作成

された に従い様式を改正する。

【審議】意見無し。

乾燥スープの改正

議 題

．日本農林規格の改正について

【改正】

乾燥スープの日本農林規格の改正

生産情報公表牛肉の日本農林規格の改

正

生産情報公表豚肉の日本農林規格の改

正

フードチェーン情報公表農産物の日本

農林規格の改正

有機農産物の日本農林規格の改正

有機加工食品の日本農林規格の改正

有機畜産物の日本農林規格の改正

有機飼料の日本農林規格の改正

【様式のみ改正】

農産物漬物の日本農林規格の改正

乾めん類の日本農林規格の改正

手延べ干しめんの日本農林規格の改正

．その他
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【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・生産情報公表牛肉 及び生産情報公表豚

肉 は、特色のある規格として、牛肉 豚

肉の生産情報（誰が、どこで、どのように生

産したか）を消費者に提供することを目的に、

牛肉 豚肉の生産情報を記録するとともに、

その記録を保管し、事実に即して公表してい

ることを規定している。

・見直しの結果、当該 を利用する生産者に

とってより分かりやすい規格とするために、

公表や表示の方法を例示するなどの改正を

する。

・併せて、他の と同様に の様式作成の

手引きを考慮して作成された に

従い様式を改正する。

【審議】意見無し。

【農林水産省 栗原課長補佐の説明】

・フードチェーン情報公表農産物 は、内閣

府の戦略的イノベーション創造プログラム

（ ）における実証試験等の成果を基に、

農産物の履歴、適用、移動及び所在に係る情

報「フードチェーン情報」について、記録、

保存及び公表するための要求事項を規定し、

事業者の適切な管理や産地情報を見える化

したもの。令和 年 月に、レタス・メロ

ン・ぶどうの 品目について が制定され

た。

・さらに、 においていちごの流通行程管理

の実証試験を実施し、その結果を基に、流通

行程管理基準案を作成。また、規制改革実施

計画（令和 年 月閣議決定）に従い、米に

おいても流通行程管理基準案を作成。

・作成した流通行程管理基準案について、今般、

フードチェーン情報公表農産物 の附属

書 、 及び へ新たな品目としていちご及

び米を追加する改正を行う。

【審議の概要】

・任意表示事項の例について教えてほしい。

→（栗原補佐）事実に即して表示することで

消費者の選択に役立てていただくための

任意の表示例である。生産行程も任意で表

示できるようになっている。

・米の任意表示事項の例に「生産者に係る表示

生産者の氏名又は名称，住所，連絡先及び生

産者に係るその他の情報」とあるが、これも

任意か。

→（栗原補佐）あくまで例である。食品表示

法で生産者名は義務表示ではない。

・今後、生産段階での情報を含んだスマートフ

ードチェーンとなっていくのか。

→（栗原補佐）制定時の建てつけは、生産情

報公表農産物と住み分けをしている。規格

としては別物でリンクしていない。

→（委員）使う側からすると、一元的に見ら

れるとよい。今後、その視点でも考えてい

ただけるとありがたい。

・生産情報と流通行程の つの規格の認証を

取得した場合、格付の表示はどうなるのか。

→（栗原補佐）認証機関が異なる場合もある

ので、基本的には別に表示する。

→二次元コードを付ける場合もあるが、その

時はそれぞれの二次元コードが必要か。

→（栗原補佐）そのとおり。

→（委員）消費者にきちんと認識していただ

けるために が必要になると思う。

・精米 Ｓとフードチェーン情報公表農産物

の はどのように役割分担するのか。

生産情報公表牛肉の

生産情報公表豚肉の
改正

フードチェーン情報公表農産

物の
改正
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→（栗原補佐）精米の は品質規格なので、

精米した時点で品質基準に適合している

か検査をして格付する。流通行程の「とう

精」段階での品質を保証するものである。

フードチェーン情報公表農産物は、ある品

質を劣化しないように流通させ、流通行程

を保証する である。

→（委員）両規格を利用すると、精米 の

品質が終点で担保されると考えられるの

か。

→（栗原補佐）そのとおり。

・我が国が流通行程を保証する新しい基準を

持ち、品質管理ができていることを示すこと

は非常に重要である。いちごは、低温管理と

衝撃管理が特に大切で、これが表示に反映さ

れるのは国際的な輸出を考えたときに重要

である。輸出の増大に貢献して頂きたい。

・衝撃管理をきちんとしていることを文字で

容器包装に表示するのか。

→（栗原補佐）包装に表示しても差し支えな

いがコスト増につながる問題もあるので、

基本的には を活用して二次元コードか

らスマートフォンで見ていただくことに

なるかと思う。

→（委員）店頭で消費者が買うときに目につ

くようにアピールした方がいいと思うの

だが、スマートフォンでは手間がかかる。

小売店で対応できないか。

→（スマートフードチェーン推進機構）検討

会で様々な実証を行ってきた。店頭で良い

ものを良い状態で することを重視して

いる。店舗に協力いただき、 を用いて

新鮮な状態で流通させたことを伝えても

らったこともある。

有機農産物の

有機加工食品の

有機畜産物の

有機飼料の

改正

▲ いちご及び米の流通行程管理基準等の概要
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【農林水産省 酒瀬川課長補佐の説明】

・有機農産物 、有機加工食品 、有機畜

産物 、有機飼料 は、特色のある生産

方法を規定している。

・当該 について、コーデックスの「有機的

に生産される品の生産、加工、表示及び販売

に関するガイドライン」（以下「 ガイ

ドライン」という。）と整合を図りつつ、本

を利用する事業者の実態に即した基準

となるよう規格を改正する。

・併せて、他の と同様に の様式作成の

手引きを考慮して作成された に

従い様式を改正する。

［有機農産物］

・きのこ類の栽培場における栽培管理におい

て使用可能な資材の改正

・スプラウト類の種子に使用できる資材の改

正

・スプラウト類の生産の基準のうち培地の基

準を削除し、規格の分かり易さの観点から、

スプラウト類の栽培場における栽培管理を

新たな項として規定

［有機加工食品］

・使用可能な原材料及び添加物の改正

・原材料に使用できる資材の改正

・原材料名の表示の改正

・「その他有機加工食品」における名称表示の

ルールを規定

［有機畜産物］

・飼料の給与の実態を踏まえた「粗飼料」の定

義を新設

・飼料の給与の改正

・家畜又は家きんの外部導入可能頭数の改正

・乳を生産することを目的として飼養する牛

の更新頭数の条件について、更新可能頭数を

拡大

［有機飼料］

・有機飼料の原材料に使用できる資材の改正

［全体］

・ ガイドラインに示された資材の追加要

件、他国の状況等を踏まえ、使用可能な資材

を改正

［ビオ（ ）表示の取扱いについて］

・今回改正する内容ではないが、現状と今後の

方向性について説明する。

・「 」とは、「有機（ ）」と同様の

語句である、フランス語の「 」や

イタリア語の「 」等の単語の略語。

・ 等において、「 」は、「 」と同

様の意味として表示規制の対象となってい

る。

・日本国内においては、一般消費者の選択に著

しい支障を生ずるおそれがあるものとして、

「有機」、「オーガニック（ ）」の表

示を規制の対象として不適正な表示の取り

締まりを行っているところ、「ビオ（ ）」

については取り締まりの対象とまではして

いない。

・令和 年の 法改正により、有機酒類が有

機 の対象となり、令和 年 月から、

有機表示規制の対象となる。

・現在、市場には輸入ワインを中心に「 」

表示された酒類が出回っているところ。現状

の「ビオ（ ）」表示の扱いが適切か検討

が必要。

・消費者の意識調査及び市場調査を改めて実

施の上、その結果、市場に流通している「ビ

オ（ ）」表示された製品、「ビオ（ ）」

を「有機」と認識している消費者が一定数以

上認められた場合、一般消費者の選択に著し

い支障を生ずることのないよう「ビオ（ ）」

を規制の対象とすることを検討する。

【審議の概要】

・多くの要望が農水省や に寄せられて

いる。資材の追加については多くの議論が行
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われており、改正は容易でないということを

委員の皆様にご理解いただきたい。

・今回の改正で有機認証が増えてほしいと考

えている。

・事業者の実態と整合性をとるかたちの改正

は良いと思う。消費者に基準が緩くなったと

誤解を招かないようにしていただきたい。

→（酒瀬川補佐）誤解を招かないようにしっ

かりした説明をしていくことが重要と考

える。

・今後、海外からの資材の購入が難しくなるこ

ともあるだろうから、日本のオーガニックを

増やすうえで、使用できる資材を広げていく

ことは良いことだと思う。

・有機加工食品の原材料名の表示の改正に係

る資料にある「めんつゆ」例は、もっと適正

なものに代えた方がいい。

→（酒瀬川補佐）この例では却って文字数が

増えていると考えられてしまうので、

では工夫したい。

・有機加工食品の原材料名の表示の改正に係

る資料にある「有機おにぎり」の指定農林物

資に係る説明の文章について、消費者はこの

内容を理解できないと思うので、何かしらも

っと工夫して頂きたい。

→（酒瀬川補佐） で記載例をできるだけ

わかりやすい形で示したい。

・有機同等性国の拡大をしていただきたい。

→（酒瀬川補佐）有機のお酒をどんどん輸出

できるよう同等性交渉を進めていきたい

と考えている。

・いまだに有機とオーガニックが一緒だと理

解していない人がおり、そこにビオが加わる

と余計に混乱すると思う。ビオを有機ととら

えている人がいる一方で、有機以外の商品に

も多く使われている。アルファベットの「 」

だけを規制することも考えたらいいのでは

ないか。

→（酒瀬川補佐）ビオはしっかり調査、関係

者と議論したうえでと考えている。有機の

意味以外で使用されているビオは 法

上取り締まりの対象とならない。しかし、

▲ 参考資料各国のビオ（ ）表⽰規制について
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有機と誤認されるように宣伝陳列されて

いる場合は、景品表示法の優良誤認に当た

る可能性があるのではないかと考えてい

る。また、カタカナとローマ字表記につい

ても調査結果を踏まえて検討したい。

・ビオの実態調査結果を受けて規制対象にし

た場合、事業者への負担が非常に大きくなる

ので、その点を含めた総合的な判断をしてい

ただきたい。

→（酒瀬川補佐）ビオの検討材料にしたい。

包材切り替えの一定の猶予期間は必要と

考える。

・ビオはできるだけ慎重に、消費者庁と連携し

て対応して頂きたい。

→（酒瀬川補佐）慎重に進めてまいりたい。

・ビオについて定義と異なる認識が今後広ま

る前にしっかりした早めの対応が必要だと

思うので、その方向での論議が必要と考える。

→（酒瀬川補佐）早めの対応とのご意見を承

った。

・高校 年生を対象にアンケートをしたとこ

ろ、ビオについて発酵食品や化粧品で良いも

のの印象を持っていることがわかった。

→（酒瀬川補佐）参考にしながら進めたい。

・みどりの食料システム戦略（以下「みどり戦

略」という。）と有機 制度の関わりつい

て伺いたい。

→（酒瀬川補佐）みどり戦略において有機農

業の取組面積を 年までに ％に拡大

することが目標である。有機 もとても

大切な位置にある。有機の取組を広げるた

めに基準を緩くすることはできない。信頼

性を確保した中で行いたい。そのなかでで

きる取り組みとして、認証における負担

（登録認証機関の実地調査など）をできる

だけ軽減するために、リモート調査を可能

にする、一定の条件を満たせばサンプリン

グ調査を可能にするなど運用改善を行っ

ているところである。

・日本の有機の普及度合いを考えるとみどり

戦略は高い目標と感じるが、生産と消費のど

ちらに課題があるのかを認識したうえで戦

略を立てる必要がある。いま、生産の課題に

ついての対応を説明頂いたが、消費の課題を

解決するために、指定農林物資のような言葉

で混乱を招くとせっかくの取組に水を差す

ので、丁寧な説明をしていただけるとありが

たい。

→（酒瀬川補佐）普及について、生産・消費

の課題については有機の普及部署と連携

を取りながら取り組みたい。

・消費者が有機をきちんと理解できる啓発と

普及を同時に行わないと誤認が起きる。それ

ぞれの立場から繰り返し普及啓発に取り組

みたい。

→（酒瀬川補佐）消費者への啓発啓蒙につい

て心強い発言をいただき感謝する。消費者

に理解してもらえる伝え方が必要だと考

えており、有効な伝え方の手立てについて

課題と感じている。

続いて、様式のみ改正を行う 規格につい

て、パブリックコメントの募集結果の報告が行

われ、委員からは特段の意見はなく審議が終了

しました。

今回、 調査会で審議された全ての規格は、

原案通り了承されました。今後の取扱い・手続

きは会長一任とされ、本日審議した につい

て速やかに公示できるよう所要の手続きが行

われます。

なお、会議資料は、農林水産省のウェブペー

ジ（

）からご覧いただけます。

その他
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配 付 資 料 一 覧

議事次第

資料 日本農林規格調査会委員名簿

資料 諮問

資料 資料 日本農林規格の改正につい

て

資料 乾燥スープの日本農林規格の改正

案

資料 生産情報公表牛肉の日本農林規格

の改正案

資料 生産情報公表豚肉の日本農林規格

の改正案

資料 フードチェーン情報公表農産物の

日本農林規格の改正案

資料 有機農産物の日本農林規格の改正

案

資料 有機加工食品の日本農林規格の改

正案

資料 有機畜産物の日本農林規格の改正

案

資料 有機飼料の日本農林規格の改正案

資料 農産物漬物の日本農林規格の改正

案

資料 乾めん類の日本農林規格の改正案

資料 手延べ干しめんの日本農林規格の

改正案

資料 パブリックコメントの結果について

資料 日本農林規格の制定・見直しの基準

別紙出席者

※以下のスライドは、資料 「日本農林規格の改正について」より抜粋して掲載

※記事中の資料は、

いずれも資料 より掲載
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ＪＡＳ協会 連絡協議会のご報告 

ＪＡＳ室・林野庁の令和６年度予算の紹介 

及び みどりの食料システム戦略の紹介 

令和 年 月 日、製粉会館にて 協会

の団体会員を対象とした連絡協議会を開催し

ました。

冒頭、 協会 戸谷会長からの挨拶にて、

能登半島大地震に関して、会員企業・団体の支

援への取り組みについて謝意が表されました。

会議では農林水産省、林野庁及び独立行政法

人農林水産消費安全技術センター（ ）か

ら下記の議題に基づいて説明が行われました。

業界団体及び登録認証機関からは 名が参

加し、説明に関する質疑応答を含め情報交換が

行われました。終了後には懇親会が行われ、多

くの方の参加を得て有意義な懇談の場となり

ました。

以下に概要をお伝えします。

【 議 題 】

．「新たな 制度」施行後の実施状況に
ついて

．令和 年度補正予算及び令和 年度予算
について

． の普及促進等に向けて
． 新規格の動向について
． 制度の適正な運営について（登録認
証機関調査結果を踏まえて）

．持続可能な食料システムの構築に向けて
ーみどりの食料システム戦略―

．その他 情報提供等

．「新たな 制度」施行後の実施状況につ
いて
農林水産省 大臣官房 新事

業・食品産業部

食品製造課 基準認証室

室長 進藤 友寛 氏

平成 年 月に施行された新たな 制度

について、改めて概要説明をいただき、現在ま

でに新たに 規格制定されたことが紹介され

ました。また、民間提案による規格制定の体制、

の国際化・国際的に通用する枠組みの整備

について の相互承認の実績などの説明

がありました。

その後の法改正の内容のあと、新たな 制

度の検証の結果とそれを踏まえた措置状況・取

り組みの方法の説明がありました。特に新たな

についての普及活動の重要性について認

知度を上げることが課題として挙げられまし

た。

．令和 年度補正予算及び令和以 年度予算
について

林野庁 林政部 木材産業課 木材製品技術室

木材専門官 立花 紀之 氏
農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部

食品製造課 基準認証室

課長補佐 落合 和彦 氏
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林野庁の立花専門官か

ら、林野庁予算のうち、木

材産業課関係予算につい

て概算決定の概要が説明

されました。各事業の背景

となるのは、 の目標と、花粉症対策の つ

で、これらが大きな課題として説明されそれを

踏まえての予算の作成がされています。

※木材関係の詳細は、本誌 月号「おどろ木桃

ノ木山椒の木」コーナーでご紹介します。

農林水産省の落合課長

補佐から、食品製造課に関

連する令和 年度補正予

算と、令和 年度予算の説

明がありました。令和 年

度補正予算においては国際情勢の不安定化に

より定められた原材料の調達安定化対策のう

ち、食品原材料調達リスク軽減対策事業の説明

があり、調達先の多角化により生じる新たな機

械の導入などに支援があります。

国際競争力強化緊急対策では、輸出拡大のた

めの代替添加物早見表の作成をはじめとする

標準化緊急対策、有機 ・ の普及や導入

支援、海外ニーズ調査、 でのスマート農業

に関する議論への対応、また マークの登録

商標出願等に取り組んでいる等の説明があり

ました。

令和 年度予算については、新事業・食品産

業部、輸出・国際局、経営局の各予算の中から

食品製造課に関係する予算について説明があ

りました。継続事業となっているものが多く、

令和 年度も引き続き行うという内容になっ

ていますが、基準認証室が関係するものとして

は、国際標準化。規格活用推進事業、新たな

制定分野等の国際標準化状況調査などがあり

ます。

． の普及促進等に向けて
農林水産省 大臣官房 新事業・

食品産業部

食品製造課 基準認証室

課長補佐 三浦 寛子 氏

の普及推進に向け

て現在行っている取り組

みについて以下の説明がありました。

月は 普及推進月間として、スーパー

等小売店へのポスター、ポップの提供、農林水

産省 などの活用を通じた普及活動を

行いました。この中で、農林水産省が作成する

ポスターやポップを刷新し、若手の意見を踏ま

えて、シンプルな視覚に訴えるものができまし

た。

普及月間を通じで実施したアンケートの速

報から、今後の対応としては、継続した認知度

向上のための普及活動の重要性を感じている

ところです。

の国際化については、 をもとにした

国際規格の制定と、 マークのついた製品自

体を国際的に流通させて認知度を上げること

も重要と思っており、このためアセアン地域の

大学に専門講座を設けて講義を行っています。

最後に、輸出につながるような国際標準化に

取り組むテーマを募集しています。

． 新規格の動向について
農林水産省大臣官房 新事業・

食品産業部

食品製造課 基準認証室

課長補佐 栗原 秀夫 氏

新たな 制度で制定

可能となったいろいろなタイプの 規格に

ついて整理して説明し、令和 年から現在まで

に制定された規格及び検討中の規格について

説明がありました。

その中で制定された規格のうち、「廃食用油

のリサイクル工程管理 」と「フードチェー

ン情報公表農産物 」について、その内容を

詳しく紹介されました。フードチェーン情報公

表農産物については、品目が指定されており、

制定されている対象品目は、レタス・メロン・

ぶどうですが、これにいちご及び米を追加する

改正が審議予定されています。

現在検討中の としては、鮮度保持フィル

ム包装食肉の規格をはじめとする 規格につ

いて紹介がありました。

． 制度の適正な運営について
登録認証機関調査結

果を踏まえて
本部 認定センター

登録審査課長 渡邉 明 氏

今回の説明は、調査結果を踏まえた不適合事

例の紹介だけではなく、あらためて の適合

性評価について以下の基本的な解説を中心に

行われました。

適合性評価のうち、第三者認証はもっとも信

頼性の高いものと位置づけられており、 制

度もこの第三者認証となります。第三者認証の

信頼性の仕組みを確実なものとするため

でも立合い調査を行っているところで

す。近年のコロナ禍においては、工場訪問を拒

絶されることがありますが、信頼性確保のため

には の調査に協力をお願いします。

．持続可能な食料システムの構築に向けて
―みどりの食料システム戦略－

農林水産省 みどりの食料シ

ステム戦略グループ 持続的

食料システム調整官

清水 治弥 氏

みどりの食料システム

戦略の概要について以下の説明がありました。

みどりの食料システム戦略は令和 年 月

に、政府が発表したもので、特徴的なのは

年の目指す姿が数値で示されているところで

す。

これを踏まえて令和 年 月にみどりの食

料システム法が施行され、同年 月には国の基

本方針が公表されています。これを踏まえた取

り組みには つの流れがあります。

ひとつは都道府県を通じた環境負荷低減に

取り組む生産者に対する支援、もうひとつは、

新技術の提供等を行う事業者に対する国の認

定制度です。

都道府県による農業者の認定は、全国で

名にのぼり、地域ぐるみで行うモデル地

区は、 道県 市町で設定されています。特

徴的事例としては、農業者どうしで有機農業を

促進するための栽培管理に関する協定を結び、

市町村長の認可を受ける栽培管理協定で、茨城

県常陸大宮市で協定が締結されました。この協

定は生産者が変わっても協定が維持されるも

のとなっています。

国の認定スキームでは、 の事業者の取り

組みを認定しています。

これらの認定を受けた事業者は税制上優遇

措置が受けられます。

政策手法のグリーン化のうち、クロスコンプ

ライアンス要件の充実について説明します。今

後農林水産省におけるすべての委託事業の受

諾者について、クロスコンプライアンスの実践

を必須とします。具体的には、 つの分野につ

いてチェックシートを活用した自己点検を行

っていただきます。

その他の話題としては、環境負荷低減の「見

える化」として農産物の温室効果ガス簡易算定

シートを作成しています。またＪ－クレジット

制度の取り組み、将来世代への理解浸透の取り

組み等が行われています。

質疑応答

行政側の説明に関して、主な質疑応答は以下
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林野庁の立花専門官か

ら、林野庁予算のうち、木

材産業課関係予算につい

て概算決定の概要が説明

されました。各事業の背景

となるのは、 の目標と、花粉症対策の つ

で、これらが大きな課題として説明されそれを

踏まえての予算の作成がされています。

※木材関係の詳細は、本誌 月号「おどろ木桃

ノ木山椒の木」コーナーでご紹介します。

農林水産省の落合課長

補佐から、食品製造課に関

連する令和 年度補正予

算と、令和 年度予算の説

明がありました。令和 年

度補正予算においては国際情勢の不安定化に

より定められた原材料の調達安定化対策のう

ち、食品原材料調達リスク軽減対策事業の説明

があり、調達先の多角化により生じる新たな機

械の導入などに支援があります。

国際競争力強化緊急対策では、輸出拡大のた

めの代替添加物早見表の作成をはじめとする

標準化緊急対策、有機 ・ の普及や導入

支援、海外ニーズ調査、 でのスマート農業

に関する議論への対応、また マークの登録

商標出願等に取り組んでいる等の説明があり

ました。

令和 年度予算については、新事業・食品産

業部、輸出・国際局、経営局の各予算の中から

食品製造課に関係する予算について説明があ

りました。継続事業となっているものが多く、

令和 年度も引き続き行うという内容になっ

ていますが、基準認証室が関係するものとして

は、国際標準化。規格活用推進事業、新たな

制定分野等の国際標準化状況調査などがあり

ます。

． の普及促進等に向けて
農林水産省 大臣官房 新事業・

食品産業部

食品製造課 基準認証室

課長補佐 三浦 寛子 氏

の普及推進に向け

て現在行っている取り組

みについて以下の説明がありました。

月は 普及推進月間として、スーパー

等小売店へのポスター、ポップの提供、農林水

産省 などの活用を通じた普及活動を

行いました。この中で、農林水産省が作成する

ポスターやポップを刷新し、若手の意見を踏ま

えて、シンプルな視覚に訴えるものができまし

た。

普及月間を通じで実施したアンケートの速

報から、今後の対応としては、継続した認知度

向上のための普及活動の重要性を感じている

ところです。

の国際化については、 をもとにした

国際規格の制定と、 マークのついた製品自

体を国際的に流通させて認知度を上げること

も重要と思っており、このためアセアン地域の

大学に専門講座を設けて講義を行っています。

最後に、輸出につながるような国際標準化に

取り組むテーマを募集しています。

． 新規格の動向について
農林水産省大臣官房 新事業・

食品産業部

食品製造課 基準認証室

課長補佐 栗原 秀夫 氏

新たな 制度で制定

可能となったいろいろなタイプの 規格に

ついて整理して説明し、令和 年から現在まで

に制定された規格及び検討中の規格について

説明がありました。

その中で制定された規格のうち、「廃食用油

のリサイクル工程管理 」と「フードチェー

ン情報公表農産物 」について、その内容を

詳しく紹介されました。フードチェーン情報公

表農産物については、品目が指定されており、

制定されている対象品目は、レタス・メロン・

ぶどうですが、これにいちご及び米を追加する

改正が審議予定されています。

現在検討中の としては、鮮度保持フィル

ム包装食肉の規格をはじめとする 規格につ

いて紹介がありました。

． 制度の適正な運営について
登録認証機関調査結

果を踏まえて
本部 認定センター

登録審査課長 渡邉 明 氏

今回の説明は、調査結果を踏まえた不適合事

例の紹介だけではなく、あらためて の適合

性評価について以下の基本的な解説を中心に

行われました。

適合性評価のうち、第三者認証はもっとも信

頼性の高いものと位置づけられており、 制

度もこの第三者認証となります。第三者認証の

信頼性の仕組みを確実なものとするため

でも立合い調査を行っているところで

す。近年のコロナ禍においては、工場訪問を拒

絶されることがありますが、信頼性確保のため

には の調査に協力をお願いします。

．持続可能な食料システムの構築に向けて
―みどりの食料システム戦略－

農林水産省 みどりの食料シ

ステム戦略グループ 持続的

食料システム調整官

清水 治弥 氏

みどりの食料システム

戦略の概要について以下の説明がありました。

みどりの食料システム戦略は令和 年 月

に、政府が発表したもので、特徴的なのは

年の目指す姿が数値で示されているところで

す。

これを踏まえて令和 年 月にみどりの食

料システム法が施行され、同年 月には国の基

本方針が公表されています。これを踏まえた取

り組みには つの流れがあります。

ひとつは都道府県を通じた環境負荷低減に

取り組む生産者に対する支援、もうひとつは、

新技術の提供等を行う事業者に対する国の認

定制度です。

都道府県による農業者の認定は、全国で

名にのぼり、地域ぐるみで行うモデル地

区は、 道県 市町で設定されています。特

徴的事例としては、農業者どうしで有機農業を

促進するための栽培管理に関する協定を結び、

市町村長の認可を受ける栽培管理協定で、茨城

県常陸大宮市で協定が締結されました。この協

定は生産者が変わっても協定が維持されるも

のとなっています。

国の認定スキームでは、 の事業者の取り

組みを認定しています。

これらの認定を受けた事業者は税制上優遇

措置が受けられます。

政策手法のグリーン化のうち、クロスコンプ

ライアンス要件の充実について説明します。今

後農林水産省におけるすべての委託事業の受

諾者について、クロスコンプライアンスの実践

を必須とします。具体的には、 つの分野につ

いてチェックシートを活用した自己点検を行

っていただきます。

その他の話題としては、環境負荷低減の「見

える化」として農産物の温室効果ガス簡易算定

シートを作成しています。またＪ－クレジット

制度の取り組み、将来世代への理解浸透の取り

組み等が行われています。

質疑応答

行政側の説明に関して、主な質疑応答は以下
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の通り。

・新しい を制定したのち、次の見直しが
年となっているが、みその規格について 年
をまたずして改正したいと考えるが、可能か。
→農林水産省： 年まで待つ必要はなく、必

要があれば、短い間隔で見直しは可能。実

際にそのような規格がある。

・国際規格への取り組みについてスマート農
業の 化について説明をしてほしい。
→農林水産省：昨年 月に の技術委員

会が立ち上がったところ。スマート農業の

インターフェースについてどうするかと

いう研究で、食品製造や流通もターゲット

になっている。データの流れや用語の統一

からはじまるが、まだ最初の段階であまり

情報はないものの、日本も積極的にかかわ

っていく。

・登録認証機関の審査について、認証機関が行
っていることを消費者に周知いただき、普及
に力を入れていただきたい。教育の機会を活
用するなどできないか。
→ ： 室と協力して行いたいが、あ

わせて登録認証機関の皆様にも協力をお

願いしたい。

・登録認証機関の数が から にまで増
えているという説明があったが、 の
管理体制は大丈夫か。マンパワーに力を入れ
ていただいているかが気になる。
→ では、人を増やすにあたり、審査員

の力量向上のための研修を行っている。ま

た一方で、リスクベースの調査をするよう

にしており、必要性の薄い監査は減らすよ

うにし、必要なところに重点をかけて調査

している。

．その他（情報提供等）
林産関係の 制定・見直し状況

林産関係の につい

て、制定見直しの状況の説

明が、基準認証室の林産班

の田村係長からありまし

た。新たに制定する規格は

型ジョイストをはじめ、

規格予定されています。

また、製品の流通経路及び流通先の確認を容

易にする必要性から、輸入業者の表示の徹底を

行うことが、説明されました。表示の徹底につ

いては令和 年 月以降、 による調査が

なされる予定です。

食物アレルギー表示の動向について

消費者庁食品表示企画

課の宇野課長補佐から令

和 年度中におこなわれ

るアレルギー表示につい

て情報提供がありました。

令和 年度中の改正と

して、マカダミアナッツを特定原材料に準ずる

もの 推奨品目 に加え、まつたけを推奨品目か

ら削除することが決定されたことの説明があ

りました。

その後の予定として、カシューナッツが現在

推奨品目になっているが、これを義務品目に加

える予定であることの説明がありました。

以上

※次ページ以降に、関係資料を抜粋して掲載

します。

「 ． の普及促進等に向けて」資料より

「 ． 制度の適切な運営について」資料より
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の通り。

・新しい を制定したのち、次の見直しが
年となっているが、みその規格について 年
をまたずして改正したいと考えるが、可能か。
→農林水産省： 年まで待つ必要はなく、必

要があれば、短い間隔で見直しは可能。実

際にそのような規格がある。

・国際規格への取り組みについてスマート農
業の 化について説明をしてほしい。
→農林水産省：昨年 月に の技術委員

会が立ち上がったところ。スマート農業の

インターフェースについてどうするかと

いう研究で、食品製造や流通もターゲット

になっている。データの流れや用語の統一

からはじまるが、まだ最初の段階であまり

情報はないものの、日本も積極的にかかわ

っていく。

・登録認証機関の審査について、認証機関が行
っていることを消費者に周知いただき、普及
に力を入れていただきたい。教育の機会を活
用するなどできないか。
→ ： 室と協力して行いたいが、あ

わせて登録認証機関の皆様にも協力をお

願いしたい。

・登録認証機関の数が から にまで増
えているという説明があったが、 の
管理体制は大丈夫か。マンパワーに力を入れ
ていただいているかが気になる。
→ では、人を増やすにあたり、審査員

の力量向上のための研修を行っている。ま

た一方で、リスクベースの調査をするよう

にしており、必要性の薄い監査は減らすよ

うにし、必要なところに重点をかけて調査

している。

．その他（情報提供等）
林産関係の 制定・見直し状況

林産関係の につい

て、制定見直しの状況の説

明が、基準認証室の林産班

の田村係長からありまし

た。新たに制定する規格は

型ジョイストをはじめ、

規格予定されています。

また、製品の流通経路及び流通先の確認を容

易にする必要性から、輸入業者の表示の徹底を

行うことが、説明されました。表示の徹底につ

いては令和 年 月以降、 による調査が

なされる予定です。

食物アレルギー表示の動向について

消費者庁食品表示企画

課の宇野課長補佐から令

和 年度中におこなわれ

るアレルギー表示につい

て情報提供がありました。

令和 年度中の改正と

して、マカダミアナッツを特定原材料に準ずる

もの 推奨品目 に加え、まつたけを推奨品目か

ら削除することが決定されたことの説明があ

りました。

その後の予定として、カシューナッツが現在

推奨品目になっているが、これを義務品目に加

える予定であることの説明がありました。

以上

※次ページ以降に、関係資料を抜粋して掲載

します。

「 ． の普及促進等に向けて」資料より

「 ． 制度の適切な運営について」資料より
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「 ．持続可能な食料システムの構築に向けて」資料より

「 ．その他」基準認証室林産班資料より
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参参考考：：行行政政参参加加者者

【農林水産省】

大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課 基準認証室

進藤室長、落合課長補佐、三浦課長補佐、栗原課長補佐、酒瀬川課長補佐、

田村係長

緑の食料システム戦略グループ

清水調整官

【林野庁】

林政部 木材産業課 木材製品技術室 立花専門官

【消費者庁】

食品表示企画課 宇野課長補佐

【独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 本部】

認定センター 登録審査課

渡邉課長

「 ．その他」消費者庁資料より
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消費者庁 令和 年度食品表示懇談会（第 回）

個別品目について、横断的なルールに寄せる方向

～各業界の事情に配慮することも必要との意見～

令和 年 月 日に、第 回令和 年度食

品表示懇談会が開催されましたので、以下に概

要をお伝えします。

議議 題題

開会

個別品目ごとの表示ルール

を踏まえ、今後の食品表示が目指して

いく方向性について、中長期的な羅針盤

となるような制度の大枠を議論

その他報告事項

閉会

今回は、前回（第 回）に時間の都合で議論

できなかった「個別品目ごとの表示ルール」に

ついて議論したのち、消費者庁から食品表示に

関連する調査等の報告がありました。

■ 個個別別品品目目ごごととのの表表示示ルルーールル

はじめに、食品産業センターの大角委員から

提出資料をもとに第 回懇談会に当たっての

意見の説明がありました。続いて行われた審議

の概要は、以下の通りです。

【【個個別別のの表表示示ルルーールルのの存存続続ににつついいてて】】

・かつての個別品質表示基準は、基本的に

とセットで制定されていた。 調査会で消

費者の意見も踏まえて議論した結果、今の個

別の品質表示ルールとなっている。品目によ

っては現状とずれてしまったと思われる内

容があるが、これは、食品表示の一元化され

たことで、かつて と共に行われていた個

別品質表示基準の 年ごとの定期的な見直

しが行われなくなったことが要因の一つ。

・個別の表示ルールが複雑であるがゆえに消

費者にその意味が正しく伝わっていない。個

別品目の表示が作られた背景や業界ごとの

事情に配慮しながら、大きな方向性としては

横断ルールに一本化していく方向での見直

しが必要と考える。

・横断的な基準に寄せていく方向で見直して

いただきたい。（同様の意見多数あり）

・個別の表示ルールを残す場合は合理的な理

由が必要。

・食品表示基準という強制規格に残すほか、業

界ルールやガイドラインにするなど、様々な

手法がある。

・個別ルールを残すべきとなった場合は、業界

団体に調査を行い、検討してしかるべき理由

があったうえでルールにまとめられるべき。

・品目によっては個別ルールの方が分かりや

すい分野も多くある。

・方向性を決めた後、個別の議論はどのくらい

の期間で行われるのかを今年度中に示して

▲ 湯川座長（前列中央）、消費者庁 依田審議官

（同左）、清水課長（同右）
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ほしい。

→（消費者庁）来年度実施の消費者基本計画

の改定なども考慮して、どこまで示せるか

わからないが検討したい。

【【デデジジタタルル化化・・国国際際化化ににつついいてて】】

・容器包装上の表示とデジタルツール等他の

媒体を用いる表示の工夫を併せて考えない

と、実現可能性という点で混乱する。

・デジタル化に関しては、分かりやすさと体系

的にコントロールできる状態にしておくこ

とを同時に実現しなければならない。

・デジタル運用を考えると、基本的には一つの

スタンダードに合わせていくことを徹底し

なければならない。

・令和 ・ 年度に行われたデジタルツールを

活用した検討事業では、結果の評価も高かっ

た。しかし参加者は若い世代で、様々な方が

アクセスできる状況にするにはまだ時期尚

早に思う。

・中小企業を含めて、デジタル化のための情報

の整理ができるのか。

・食品に関する情報をどこまで持たせるかと

いう議論と、どこまで出すのかという議論を

分けた方がよいと思う。

・ 年の添加物の表示制度の見直しの際は、

日本の表示方法が限られたスペースの中で

一番消費者に理解してもらいやすいという

理由から、コーデックスに合わせるのではな

く、一括名表示がそのまま残った。個別の表

示ルールの個々の生い立ち、個々の理解のし

やすさを大切にしていく必要はあると思う。

・コーデックス委員会のガイドライン案では、

「健康や安全性に関する食品情報はテクノ

ロジーの使用により容器包装上の義務表示

への代替が可能であり、何が該当するかは各

国で判断できる」とある。日本のスタンスを

知りたい。

→（消費者庁）コーデックス連絡協議会で議

論されており、コーデックスガイドライン

を制定する際の 段階のうちの 段階目

にあるため、今後意見出しをする機会があ

る状況。

→（コーデックス連絡協議会委員）コーデッ

クス連絡協議会においても、食品の安全性

確保に係るアレルギー表示や消費期限は

容器包装にあるべきとの考えである。

・消費者が欲しい情報は画一的ではなく、優先

度合いも様々である。欲しい人がその情報に

たどり着くための手助けになるのがデジタ

ルであると考える。

■ 報報告告事事項項

消費者庁から以下の つについて報告があ

りました。

【【栄栄養養強強化化目目的的でで使使用用ししたた添添加加物物のの表表示示ににつつ

いいてて】】

・平成 ～令和 年まで行われた食品添加物

表示制度に関する検討会において、栄養強化

▲ 委員の様子 （左写真の右端は 協会 島﨑専務）
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目的で使用した添加物は、原則すべての加工

食品に表示する方向で検討すべきと整理さ

れた。その際、事業者の影響等の調査を行っ

たので、その結果を報告する。

・消費者意向調査では、「どのような目的であ

れ、添加物は購入時の参考にするため表示し

てほしい」など、表示してほしいという側の

回答が 割を超える一方、「全ての食品にお

いて表示されると表示が見にくくなるため、

現在の一部の食品に限る表示でよい」という

ような回答も 割ほどを占める。

・事業者実態調査では、表示義務商品以外も扱

う事業者 社のうち、 社（ ％）が表示

を省略しており、 社（ ％）が表示をす

ることになっても問題はないと回答した。

【【第第 回回食食物物アアレレルルギギーー表表示示にに関関すするるアアドドババ

イイザザーー会会議議ででのの主主なな意意見見ににつついいてて】】

・第 回の本懇談会における食物アレルギー

表示に関するご意見を標記アドバイザー会

議で共有したところ、「木の実類（くるみ）」

の表現はよいが、「木の実類」と漠然と書い

てしまうと原因物質が判断できなくなって

しまう等のご意見があった。

【【食食品品ロロスス削削減減目目標標達達成成にに向向けけたた施施策策パパッッケケ

ーージジのの概概要要】】

・食品表示関係では、未利用食品等の提供（食

品寄附）の促進に つの具体的な施策があ

る。

・平成 年に厚生労働省及び農林水産省が策

定した「食品期限表示の設定のためのガイド

ライン」について、期限表示の設定根拠や安

全係数の設定等の実態を調査し、有識者から

構成される検討会を設け、食品ロス削減の観

点から見直す。

・食品寄附ガイドライン及び食品の提供に伴

って生ずる法的責任の在り方の検討におい

て、期限表示、アレルゲンなどの食品安全情

報の伝達手法について、包装上のラベル以外

の手法を認める法的措置を検討する。

【【報報告告にに係係るる質質疑疑応応答答】】

・高齢者用食品はどんどん小さくなっており、

表示面積が減っている。栄養強化目的で使用

した添加物の表示について、基準改正によっ

て表示が必要となった場合に容器包装に書

ききれるのかと思うほどである。

→（消費者庁）現行の食品表示基準でも容器

包装の表示可能面積がおおむね ㎠以下

のものはトクホや機能性表示食品を除い

て省略規定がある。ただ、その規定があっ

ても表示に困るという話であれば別途考

えなくてはならない。

・栄養強化目的で使用した添加物の表示につ

いての見直しの時期はいつか。 通報はま

だか。

→（消費者庁）改正作業は進めつつ、経過措

置期間は長めに設定するなど施行時期は

配慮したい。時期的なイメージはまだない

が、これまでの改正と同様に 通報の手

続きはする考え。

・食品ロス削減のパッケージについて、賞味期

限を見直す際は、近年の温暖化などを含め安

全性に配慮していただきたい。

■ そそのの他他

最後に、事務局から次回（第 回）の懇談会

は 月 日 時～ 時を予定していること、

最終回であるため今年度の懇談会のとりまと

め案について議論する旨のご案内があり、懇談

会を終了しました。

なお、本懇談会の全ての資料は消費者庁

ページ（

）からご覧いただ

けます。
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１．輸入食品の食品関連事業者に関する照会（質問募集でいただいた質問）

輸入品について、その製品の表示に責
任を持つ者の事項名を「輸入者」と表示
している場合がほとんどだと思います
が、なかには「加工者」等と｢輸入者｣以
外の事項名を表示している場合がありま
す。これは、どういうことでしょうか。

輸入した加工食品を販売する際、輸入業者がその製品の表示内容に責任を有す
る者（以下「表示責任者」といいます。）となる場合には、「食品関連事業者の氏
名又は名称及び住所」（以下「食品関連事業者の氏名等」といいます。）の事項名
を｢輸入者｣として表示する必要があります。また、輸入業者に代わり、加工業者
等が表示責任者となる場合には、食品関連事業者の氏名等の事項名を｢加工者｣等
として表示する必要があります。

食品表示基準において輸入品とは、
①容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品（製品輸入）
②バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
③製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
④その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更
をもたらす行為」が施されていない製品
を指します。
また、国内で加工食品を販売する際には、表示責任者である食品関連事業者の

氏名等を｢製造者｣、｢加工者｣、｢輸入者｣、｢販売者｣のいずれかの事項名を付して
表示する必要があります。この事項名については、表示責任者が当該製品の製造
業者である場合には｢製造者｣、加工業者である場合には｢加工者｣、輸入業者であ
る場合には｢輸入者｣とすることを基本としています。また、製造業者、加工業者
又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者と
なる場合には｢販売者｣と表示することができます。

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー

Ｑ

解説

Ａ

名 称

原 材 料 名

添 加 物

内 容 量

賞 味 期 限

保 存 方 法

原 産 国 名

輸 入 者

名 称

原 材 料 名

添 加 物

内 容 量

賞 味 期 限

保 存 方 法

原 産 国 名

加 工 者
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輸入品について、上記①に該当する製品を販売する際に輸入業者が表示責任者
となる場合には、食品関連事業者の氏名等の事項名を「輸入者」として表示する
ことになりますが、例えば、上記②のように、輸入品を小分けした製品を販売す
る際に小分け業者が表示責任者となる場合には、食品関連事業者の氏名等の事項
名を｢加工者｣として表示することになります。なお、輸入業者が輸入品の小分け
等も行い、小分け業者も兼ねている場合には、事項名は「加工者」として表示す
ることになります。

（食品表示基準Q&A（加工-114,150,156,157,158）参照）

２．日本でなじみのない原材料名の表示に関する照会（質問募集でいただいた質問）

バターチキンカレーの原材料名欄に「ギー（バ
ターオイル）※」という表記を見ました。海外の
調味料や食品を原材料に使用した場合で、加工食
品の原材料名に一般的な名称として「ギー」と表
示した上で、このような括弧を付して表示する必
要はあるでしょうか。その他に良い表示方法はあ
るでしょうか。
※「インド料理に用いる澄ましバター」

加工食品の原材料名は、原則、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、
その最も一般的な名称をもって表示する必要があります。その上で、必須ではあ
りませんが、ご質問にある原材料名の後の括弧書きのように表示することは可能
です。その他の表示方法としては、例えば、一括表示枠外に消費者に誤認を与え
ないよう事実に即して表示することが考えられます。

加工食品の原材料名は、食品表示基準第３条第１項に基づいて、原則、原材料
に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示す
る必要があります。
また、同基準の別記様式１に一括表示による表示様式を規定しており、同様式

の備考 12において、「消費者の選択に資する適切な表示事項は、一括表示枠内に
表示することができる」としています。このため、原材料の最も一般的な名称に
加えて、前記括弧内の条件に該当する内容を任意で表示することも可能です。
しかしながら、別記様式１による一括表示枠内には多くの義務表示を行う必要

があり、特に原材料名欄においては、原材料名の他に原料原産地名、添加物及び
アレルギー等の表示を行う場合があります。このため、原材料名欄の情報が多く
なり、消費者にとって分かりづらい表示となることを避けるためにも、任意表示

Ａ

Ｑ

解説
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はなるべく一括表示枠外に行うことが望ましいです。
なお、食品表示基準別表第 22 において別途、個別品目ごとの表示禁止事項が

規定されていますので、該当する食品に表示を行う際には、ご留意ください。
（食品表示基準第３条第１項、第8条第 3項、別表第22、別記様式１、

食品表示基準Q&A（加工-51）参照）

３．2 種類以上の砂糖類のまとめ書きに関する照会

クッキーの原材料として２種類以上の糖類を
使用した場合、原材料名欄に｢糖類（砂糖、ぶど
う糖）｣等と括弧でまとめて表示して良いでしょ
うか。また、はちみつを含めて｢糖類（砂糖、ぶ
どう糖、はちみつ）｣等と括弧でまとめて表示す
ることは可能でしょうか。

消費者が同種の原材料と認識しているものであって、複数種類の原材料を使用
するような場合には、消費者の分かりやすさの観点から同種の原材料をまとめて
表示することができます。したがって、２種類以上の糖類を使用した場合には、
｢糖類｣に括弧を付して｢糖類（砂糖、ぶどう糖）｣等とまとめて表示することは可
能です。ただし、はちみつは、同種の原材料とみなせないため｢糖類（砂糖、ぶど
う糖、はちみつ）｣等と括弧でまとめて表示することはできません。

原材料名は、食品表示基準第３条第１項の規定に基づいて、原則、原材料に占
める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する必
要があります。
この規定にかかわらず、同種の原材料を複数種類使用する場合は、原材料に占

める重量の割合の高い順に表示した｢野菜｣、｢食肉｣、｢魚介類｣などの原材料の総
称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高
いものから順にその最も一般的な名称をもって表示することができます。このた
め、｢糖類｣の次に括弧を付して、「糖類（砂糖、ぶどう糖）｣等とまとめて表示す
ることは可能です。しかしながら｢糖類｣は一般的に砂糖やぶどう糖などの単糖
類・二糖類を表す総称であることから、畜産加工食品に該当する「はちみつ」に
ついては、同種の原材料であるとは認められず、「糖類（砂糖、ぶどう糖、はちみ
つ）」等とまとめて表示することはできません。
なお、同基準別表第３の定義に該当する食品については、同基準別表第４に規定

する原材料名の表示方法に従って表示する必要がありますので、ご留意ください。
（食品表示基準第３条１項、食品表示基準Q&A（加工-58）参照）

Ｑ

解説

Ａ

はちみつ
ぶどう糖

砂 糖
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地地球球号号「「昔昔・・今今・・未未来来」」

公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 会員

佐藤技術士事務所 所長

技術士（農業部門） 佐佐藤藤 千千秋秋

序序

国連のグレーテス事務総長は地球は沸騰化

時代に入ったと述べた。今や地球は温暖化ど

ころではなくなったとの認識である。気象庁

は、 年の世界の平均気温（陸域における

地表付近の気温と海面水温の平均）の基準値

（ 〜 年の 年平均値）からの偏差

は ℃で、 年の統計開始以降、 年

を上回り最も高い値となったと公表した（図

）。

また、昨年 月 日「史上最も暑い年」と

して朝日新聞に記載された記事では、 年

の世界平均気温は例年から大きく外れ史上最

高となり、 月末までの平均気温では産業革

命前から ℃上昇したと報道されており、

そこでは 月以降後半の気温がなかなか下が

らなかった結果が示された。私は趣味で

坪ほど畑を作っているが、昨年は夏秋作の大

根、白菜、ホウレン草等が 月下旬から 月

業 界 の動 向

図 世界の年平均気温偏差の経年変化（ 〜 年）

出典：気象庁ホームページ（ ）

細線：各年の平均気温の基準値からの偏差

太線：偏差の 年移動平均値

直線：長期変化傾向。

基準値は 〜 年の 年平均値
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にかけて種蒔きしてもポツンポツンと生える

だけで種蒔きを何度か繰り返さねばならなか

った。これは発芽しても乾燥と地表の土壌が

熱で焼け折角発芽しても生育が出来なかった

ためと思われる。そこで今年秋の種蒔き時に

は近くで沢山手に入る落葉でマルチして水分

保持と土表の焼け防止を図り発芽促進を促す

つもりである。発芽不良は農家では面積が広

いので種代だけでなく手間がかかるので大変

である。言うまでもなく原因となる沸騰化（こ

の文では以後温暖化としておく）は人類が引

き起こしている。春から夏にかけて気温は通

年通りなので作物や森林にとっては図 の如

く 増加の分だけ生育に良好な環境になっ

ていると思える。農家はこういった傾向を把

握して春は通常通り、秋は暑さ対策を適切に

行う農作業を実施すると良いのでないか。

人人類類のの発発展展のの影影響響

図 をご覧ください。人類長い歴史の中、

産業革命後人類は爆発的に増加し未だ増加中

である。

産業革命は凡そ 年前イギリスで起こり

図 世界人口の推移グラフ 出典：国連人口基金東京事務所ホームページ

人類誕生から 年までの世界人口の推移（推計値）グラフ

図 気象庁の観測点における大気中二酸化炭素濃度及び年増加量の経年変化

出典：気象庁ホームページ（ ）
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機械化、工業化、交通手段等の発達はその後

止まる所を知らず、以後人類の生活を一変さ

せ続けてきている。特に は最近便利さ提供

の手段だけでなく人類の思考能力の分野にも

及び将来は人類の生き方そのものを越えた存

在へも及ばんとしている。欧米では の使用

について規制の動きも出てはいるがどうなる

か？地球温暖化は人類の増加による地球規模

の公害といえる。産業革命前に対して 度

上昇にとどめるというのはまさに図 に示す

如く人類は地球自然の中の一部であり特別存

在でなかった時代から特別存在へのターニン

グポイントを示す時点ともいえる。世界人口

は以後も増加し続ており昨年早くも 億人

を突破した。しかし、日本の如く人口減が始

まった国もある。日本は世界有数の富裕国で

あったがピークを過ぎ弱小国へ落ちつつあり、

世界での影響力の少ない一国にすぎなくなり

つつある。最近は食糧の輸入もままならぬ事

態になった場合のことなど検討が必要になっ

てきている状況下のようだ。国内情勢では少

子高齢化が進み地方の活性化どころか市町村

の消滅も予測される事態であり、日本の将来

は明るいとは残念ながら言えない。

地球温暖化の勢いは止まっておらずこのま

までは産業革命前比較 度は突破するのは

間違いなくそれに対して何が何でも守り抜く

という強い意識や行動は一向に感じられず他

人事のように受け止めている人が多いようだ。

大気中の 濃度変化を見ても（図 ）

年代に 台から 時代へと増加中

だ。

国国際際温温暖暖化化対対策策

国際会議における対策拠出金について中々

まとまらないのも先進国が先に 排出に大

きく関与してきたのに係らず今になって後進

国と同じ対応では汚した責任転嫁でつじつま

が合わないという開発途上国の主張がありも

っともである。

生生物物多多様様性性 

又、人間以外の地球上動物は人類との生存

競争に負けて小さい存在となっている。「ネイ

チャーポジティブ（自然再興）」を掲げている

が、一人勝ちの人類が「生物多様性」の確保を

言っており、他を負かした本体が言っている

多様性なので人類に都合の良い多様性（例え

ばイノシシ、熊等の出現に対する対応等）で

あっては一方的と思うがどうなるであろうか。

ココロロナナウウィィルルススとと社社会会 

新型コロナが世界に蔓延し人類活動もかな

り制限を受けて丸 年過ぎて一応平常に戻っ

たが最近又増加しつつある。ウィルスの人類

への攻撃は地球号における自然の摂理の一環

と思われる。つまり、かつては人口の急増に

対して、戦争・法定伝染病・スペイン風邪等が

減少化の一端を担ってきたが前 者は既に人

類に克服され、人類増殖に対抗できるのは今

やウィルス位かと思われる。しかし人類はウ

ィルスも克服し 次的に人口は減っても又増

加し、行きつく先は地球的な人口増対食糧の

供給問題になってくると思われる。

日日本本のの公公害害のの展展開開 

地球温暖化も小地域公害から地球規模へと

拡大の歴史の一環である。

表 日本の代表公害

公公害害名名 時時期期 地地域域 原原因因物物質質 備備考考

イタイイ

タイ病

昭和 30

年社会問

題化

富山県

神通川

流域

カドミウ

ム

鉱 山 廃

棄物

水俣病 昭 32 年

から垂れ

熊本県

水俣市

メチル水

銀

工 場 廃

棄物

40　JASと食品表示 ◆ 2024.3



流し

四日市公

害

昭 36 年

患者多発

三重県

四日市

大気汚染 工 場 群

大 気 汚

染 物 質

を廃棄

地球温暖

化

現在大問

題

地球規

模

CO2 生 命 排

出物

前 者は企業体が有害物質を敷地から外へ

垂れ流したのが拡散被害を起こした。四日市

公害は工場群がまき散らした広域公害、地球

温暖化は本来は悪者でない が蓄積により

思いがけない影響が出現したわけで小範囲か

ら地球規模に拡大化してきた例を示す。又、

原因物質が有害物質からより身近な元々は無

害物が対象になってきただけに解決が一段と

難しくなってきている。

人人口口とと食食糧糧 

人口と食糧は究極の問題点でありそこに肥

料が絡んでくる。有名なマルサスの説は人口

は「掛け算」で増えるが食糧は「足し算」でし

か増えないとするが約 年前産業革命初期

に発表されその後いろいろ経緯があったが基

本的な問題点は残ったままである。世界人口

は急激に増加中で特にアフリカが多く、又こ

れを支える農耕地も同地で増加しているがい

ずれにしてもの世界土地は限りがあり足りな

くなりいずれは紛争に至ると思われる。日本

では耕作放棄地が 小県程の面積もあるとさ

れ農地法の最大限活用の基本理念とも合わず

違和感がある。農家でなくても、もっと一般

家庭人に農地は農地として使用の義務を果た

させつつ栽培可能とする仕組みを積極的に政

策として考え取り入れていくべきではなかろ

うか。

化化学学合合成成肥肥料料 

今から約 年前ハーバー・ボッシュによ

る空中窒素固定法が開発され以後食糧生産は

飛躍的に伸び今日に至っている。合成アンモ

ニアによる化成肥料の供給はそれまでの有機

質肥料農法を一変し現在は化学肥料施肥、ト

ラクター全面耕耘による農法に世界中が切り

替わっている。飛躍的に伸びた食糧生産で世

界の人口は大きく支えられ今日に至っており

合成アンモニアの功績は計り知れない。しか

しこの 年間自然界に投入してきた結果、

自然界から異物としての扱いを受けつつある

ようになった。即ち有用物質であったものが、

間接的に有害現象を引き起こすに至ったので

ある。まず生産において大規模工場で高温高

圧が必要なので熱源から大量の を発生す

る。かつては日本化学工業大手で生産もあっ

たが今や海外からの輸入品である。現代の慣

行農法は施肥において即効性の 化学合成

肥料を使い、トラクターで耕耘して軽油等地

下資源を消耗しつつ 当たり何 と計算

量を全面に振り耕耘する。即効性で有機質肥

料の如く分解・吸収まで時間がかからず追肥

も計算出来るので時代に合った使い方が出来

る。一方田畑で堆肥等有機物投入を省略して

きたため微生物の餌となる有機物が減少し土

壌有機物含量は減少しつつある。（図 参照）。

図 水田の主要土壌の有機物含有率

出典：農林水産省ホームページ資料「地球

温暖化の国際交渉をめぐる情勢について」
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このため農地は有機物不足で団粒化が壊れ、

風により土壌が吹き飛ばされ冬季にはもうも

うたる砂塵が吹き荒れる。又、降雨に対して

は土壌固化により畑に水が浸み込まず河川に

流れ込みかつての琵琶湖にみられた如く肥料

分を含んだ水が流れ込んで河川共に汚染を引

き起こす事態にまでなってきた。この間減少

した有機物は畑から となって大気中に放

散されその量たるや地球大気中の 分の を

占めると言われ大きく温暖化の一因となって

いる。又、メタンの他、アンモニア態 は土

壌微生物により硝酸化の過程で亜酸化 態で

大気中に一部放散されこれは の 倍も

温暖化に影響していると言われる。このよう

に今まで人類が恩恵を受けてきたものが一転

間接的であるが害を伴うということを我々は

どう考えていったら良いだろうか。物事には

プラスマイナスの 面がありマイナスの面を

切り捨て考えると安くつき使い放題になる。

今の慣行農法ではプラスとマイナスの つを

あわせて考え最小十分の化学合成肥料使用を

考えるべきで、時代はその局面に来ている。

世界的に不耕起栽培が注目されており、又各

県の施肥基準等見ても節約傾向が取り入れら

れているが一段と推進すべきであろう。

土土とと土土壌壌微微生生物物 

基本的に大切なのは農耕地土壌とその肥沃

度維持及びそれに大きく係る土壌微生物であ

るが紙数の関係上省略する。只、「文明の衰退

を食い止める土の話」として出版の「土・牛・

微生物」 モントゴメリー著が示唆に富むの

で推薦する。

みみどどりりのの食食料料シシスステテムム戦戦略略とと

有有機機 

農業の環境負荷を低減する機運は世界的に

高まっており日本でも生産と環境負荷の調和

を取った「みどりの食糧システム戦略」が

年秋に策定され、 年までに化学農薬リス

クとして ％、化学肥料 ％それぞれ削減す

ると共に有機農業 万 目標とされてい

る。国策としてこの 月宮崎県で開かれた主

要 カ国農相会合でも報告されている。 有

機も重要視されている。全国サミットが 月

に甲府市で開かれ、 パーミル・イニシアチブ

が検討された。これは土壌表層の炭素量を年

間 パーミル（ ）増やすことができれば、

人間の経済活動で大気中に放出される二酸化

炭素を実質ゼロにできるという考え方の取り

組みだ。 年の国連気候変動枠組み条約締

約国会議（ ）で仏政府が提唱し、現在日

本を含む の国や国際機関などが取り組ん

でいる。

時代は既に「生産性 環境調和」に移行した。

今後益々地球規模の対応が必要になってくる

が 有機を含め日本は自身の行動を明らか

にしながら世界調和に協力していくことが大

切であろう。
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多彩な講師陣！ 食品工場や流通関係者からもご好評を頂いています

食品関係全品目に共通する品質管理等について一般的な基礎知識の習得を目的としております。

⚫ 食品製造業で、品質管理又は JAS 格付業務を担当している方々を広く対象とします。
⚫ 社員教育にもご活用いただけます。

本講習会と 登録認証機関等が開催する品目ごとの専門講習会を併せて受講修了された方は、
認証の技術的基準によって義務付けられている、品質管理責任者等の講習会受講に関する資格要件を
満たすことができます。（本講習会を指定している登録認証機関は、別表 のとおり。）

日 程 会 場

第 1回
（東京）

令和６年（2024 年）

5 月21 日（火）、22 日（水）
主婦会館プラザエフ
東京都千代田区六番町15番地

JAS 協会員 賛助会員 一 般

会場参加 28,000 円／人 32,000 円／人 38,000 円／人

Web 参加 38,000 円／人 42,000 円／人 48,000 円／人

※ 受講料（非課税）は、テキスト代（会場参加及び 参加）と昼食代（会場参加のみ）を含みます。

食品製造業品質管理担当者等
一般講習会 のご案内

日 程 及 び 会 場

選べる！「会場参加」
or「Web 参加（Live 配信）」

職場でも、自宅でも
インターネット環境※があれば
どこからでもご参加いただけます

受 講 料

主催：一般社団法人日本農林規格協会（JAS 協会） 東京都中央区日本橋兜町

修了証書を
発行します
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時 間 課 目 講 師

第
１
日

： ～ ： （ 開講あいさつ ） （一社）日本農林規格協会

： ～ ： １．ＪＡＳ制度について
～新しい JAS の活用～

大臣官房新事業・食品産業部
食品製造課基準認証室 担当官

： ～ ： ２．食品表示について 宮城大学
名誉教授 池戸重信 氏

３．品質管理概論
～品質管理入門からリスクマネジメントまで～

柴田 マネジメント㈱
代表取締役 柴田純男 氏

： ～ ： ４．確認テスト
「JAS 制度と食品の表示について」 （一社）日本農林規格協会

第
２
日

： ～ ： （ 確認テストの自己採点 ） 同上

： ～ ：
５．食品の安全性

～異物混入事故の原因究明と HACCP の
活用～

アース環境サービス株式会社
学術部 次長 島﨑光臣 氏

： ～ ： ６．食品工場における衛生管理
～微生物学的危害要因と HACCP 制度について～

ジャパン・フードセイフティドクター㈱
代表取締役 池亀公和 氏

： ～ ： ７．品質管理活動の実際
～食品工場における品質保証活動の実際～

（一財）日本食品検査 首都圏事業所
衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

： ～ ： （ 調査票記入 ） ―

注 意 事 項

 配信は YouTube を使用します。
 インターネットに接続頂ける環境が必要です。通信費用は自己負担ください。

※ Web 参加の推奨環境は、ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari）、
インターネット接続速度（推奨：２Mbps 以上）、OS（macOS、Windows）、パソコンメモリー
（4ＧＢ以上）です。

 テキストは、事前に郵送します。
 Web 参加用の URL は、開催日 3 営業日前までにメールにてご連絡いたします。この日を過ぎても URL

の連絡がない場合は、お手数ですが JAS 協会までご連絡ください。
 Web参加者の修了条件

出欠の確認のため、以下の方法をとります。
講師が講義中に受講確認キーワードをお伝えします。調査票にキーワードをお控えいただき、講義終
了時に調査票を FAX、または「受講確認キーワード入力フォーム」にキーワードをご入力いただくこ
とで出席の確認とします。ご承知おきください。

カ リ キ ュ ラ ム

※ 講師や、講義の順番が変更になる場合があります。
※ 講習会会場でのパソコンのご使用、録画・録音はお断りいたします。
※ 原則として、 分以上の遅刻・退席者には修了証書を発行できませんのでご注意ください。

WEB 受 講 につ い て の 注 意

： ～ ：

手 順

会場参加
→ FAX 送信先
03-3249-9388

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
FAX 送信後 2週間以内に受講料をお振込みください。
入金確認後、受講票を FAX にて送付します。受講票がお手元に届かない場合に
はご連絡ください。

Web 参加
→ JAS 協会の

ホームページ
からお申込み

JAS 協会ホームページ（ ）の「一般講習会 受講申込フォー
ム」よりお申込みください。
申込受付メールを送ります。
お申込みから 2週間以内に受講料をお振込ください。
入金確認後、確認メールをお送りします。確認メールが届かない場合にはご連
絡ください。

※ 貴社における銀行振込時に発行される明細書等をもって、お支払いに係る経理上の書類に代えさせて頂きます。
（請求書や領収書が必要な方はお申し出ください。）

◼ 受付は先着順に行い、定員に達した場合は締め切りますので、お早めにお申込みください。
◼ 参加者が当会規定の人数に満たない場合は、 配信を中止する場合があります。予めご了承ください。
◼ 空き状況は当協会ホームページ（ ）又は電話（ ）にてご確認いただけます。

各品目の専門講習会に関する詳細は各機関に直接お問合せください。

別表 本講習会を指定している登録認証機関一覧
名 称 品 目 TEL

一財 食品環境検査協会 果実飲料・そしゃく配慮食品

公財 日本食品油脂検査協会 マーガリン類・ショートニング・精製ラード・食用精製加
工油脂

一社 日本果汁協会 果実飲料

一社 食肉科学技術研究所
ベーコン類・ハム類・プレスハム・ソーセージ・ハンバー
ガーパティ・チルドハンバーグステーキ・チルドミート
ボール・熟成ハム類・熟成ソーセージ類・熟成ベーコン
類・大豆ミート食品類

一財 日本醤油技術センター しょうゆ
一社 日本削節検査･認証協会 削りぶし・煮干魚類

一財 日本食品分析センター ドレッシング・風味調味料・乾燥スープ・パン粉・そしゃ
く配慮食品

一財 日本穀物検定協会 ぶどう糖・異性化液糖・砂糖混合異性化液糖・植物性たん
白・マカロニ類・低たん白加工処理玄米の包装米飯

一財 全国調味料・野菜飲料検査協会 トマト加工品・ウスターソース類・醸造酢・にんじんジュ
ース及びにんじんミックスジュース

一社 乾めん･手延べ経営技術センター 乾めん類・手延べ干しめん
公財 日本油脂検査協会 食用植物油脂
一社 全国漬物検査協会 農産物漬物
一財 日本清涼飲料検査協会 炭酸飲料・果実飲料・豆乳類
一社 日本農林規格認証アライアンス みそ
一社 日本精米検査認証協会 精米

申 込 方 法

指 定 登 録 認 証 機 関

みずほ銀行 虎ノ門支店（普通）２１５０９８９
口座名義：シャ）ニホンノウリンキカクキョウカイ

お 振 込 先
振込手数料をご負担のうえ、
右の口座あてにお振込ください。

（令和６年２月 ５日現在、順不同）
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※ 講師や、講義の順番が変更になる場合があります。
※ 講習会会場でのパソコンのご使用、録画・録音はお断りいたします。
※ 原則として、 分以上の遅刻・退席者には修了証書を発行できませんのでご注意ください。

WEB 受 講 につ い て の 注 意

： ～ ：

手 順

会場参加
→ FAX 送信先
03-3249-9388

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
FAX 送信後 2週間以内に受講料をお振込みください。
入金確認後、受講票を FAX にて送付します。受講票がお手元に届かない場合に
はご連絡ください。

Web 参加
→ JAS 協会の

ホームページ
からお申込み

JAS 協会ホームページ（ ）の「一般講習会 受講申込フォー
ム」よりお申込みください。
申込受付メールを送ります。
お申込みから 2週間以内に受講料をお振込ください。
入金確認後、確認メールをお送りします。確認メールが届かない場合にはご連
絡ください。

※ 貴社における銀行振込時に発行される明細書等をもって、お支払いに係る経理上の書類に代えさせて頂きます。
（請求書や領収書が必要な方はお申し出ください。）

◼ 受付は先着順に行い、定員に達した場合は締め切りますので、お早めにお申込みください。
◼ 参加者が当会規定の人数に満たない場合は、 配信を中止する場合があります。予めご了承ください。
◼ 空き状況は当協会ホームページ（ ）又は電話（ ）にてご確認いただけます。

各品目の専門講習会に関する詳細は各機関に直接お問合せください。

別表 本講習会を指定している登録認証機関一覧
名 称 品 目 TEL

一財 食品環境検査協会 果実飲料・そしゃく配慮食品

公財 日本食品油脂検査協会 マーガリン類・ショートニング・精製ラード・食用精製加
工油脂

一社 日本果汁協会 果実飲料

一社 食肉科学技術研究所
ベーコン類・ハム類・プレスハム・ソーセージ・ハンバー
ガーパティ・チルドハンバーグステーキ・チルドミート
ボール・熟成ハム類・熟成ソーセージ類・熟成ベーコン
類・大豆ミート食品類

一財 日本醤油技術センター しょうゆ
一社 日本削節検査･認証協会 削りぶし・煮干魚類

一財 日本食品分析センター ドレッシング・風味調味料・乾燥スープ・パン粉・そしゃ
く配慮食品

一財 日本穀物検定協会 ぶどう糖・異性化液糖・砂糖混合異性化液糖・植物性たん
白・マカロニ類・低たん白加工処理玄米の包装米飯

一財 全国調味料・野菜飲料検査協会 トマト加工品・ウスターソース類・醸造酢・にんじんジュ
ース及びにんじんミックスジュース

一社 乾めん･手延べ経営技術センター 乾めん類・手延べ干しめん
公財 日本油脂検査協会 食用植物油脂
一社 全国漬物検査協会 農産物漬物
一財 日本清涼飲料検査協会 炭酸飲料・果実飲料・豆乳類
一社 日本農林規格認証アライアンス みそ
一社 日本精米検査認証協会 精米

申 込 方 法

指 定 登 録 認 証 機 関

みずほ銀行 虎ノ門支店（普通）２１５０９８９
口座名義：シャ）ニホンノウリンキカクキョウカイ

お 振 込 先
振込手数料をご負担のうえ、
右の口座あてにお振込ください。

（令和６年２月 ５日現在、順不同）



令和 6 年度 一般講習会受講申込書 

令和 年 月 日

▽ご所属

所在地
〒 －

会社（工場）名 （ご担当者名 ）

会員番号 －

ＴＥＬ － －

ＦＡＸ － －

・受受講講希希望望者者のの所所属属すするる工工場場についてご記入ください。上記の所在地のご担当者様あてに受講票

を にて送付いたします。

・会員番号の欄には、本本協協会会員員のの場場合合ののみみご記入ください。会員番号は、 協協会会ホホーームムペペーージジにに

ああるる「「会会員員一一覧覧」」からご確認いただけます。

※ 受講者が所属する事業所が会員住所と異なる場合は、一般扱いとなります。

※ 認証工場＝ 協会員ではありませんのでご注意ください。

▽参加者
フ リ ガ ナ

受講回氏 名 ※事務欄

① 第 回
東京

② 第 回
東京

③ 第 回
東京

▽受講料等（会場参加）

会員 賛助会員 一般（ 協会員以外） 合計金額 ※事務欄

円（非課税）

× 人

円（非課税）

× 人

円（非課税）

× 人
円

（非課税）

・会員料金でお申込みの場合、上記 ごご所所属属欄欄のの会会員員番番号号は必ずご記入ください。

・請求書が必要な方はお申し出ください。

▽支払方法

銀行振込
本申込書を

ＦＡＸにて送信 ⇒
みずほ銀行 虎ノ門支店 （普）２１５０９８９

口座名義：シャ）ニホンノウリンキカクキョウカイ

令和 年 月 日 振込予定

・ 送信後、２２週週間間以以内内にお振込みください。（振振込込手手数数料料ははごご負負担担願願いいまますす。。）

▽申込先等：一般社団法人 日本農林規格協会（ 協会）

〒 － 東京都中央区日本橋兜町

－ － － －  
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送
信
方
向

 

Web 参加をご希望の方は、JAS 協会ホームページの
「一般講習会 受講申込フォーム」からお申込み下さい。

会場参加専用 





一般社団法人 日本農林規格協会（JAS協会）
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町15番12号　八重洲カトウビル4階

Tel.（03）3249-7120　Fax.（03）3249-9388
Eメールアドレス　jas@jasnet.or.jp

ホームページアドレス　http://www.jasnet.or.jp

JASマークは
安全・安心の認証マーク

2024年3月1日発行  第59巻3号（毎月1回1日発行）通巻659号　　年間購読料　¥11,000 （税込）　送料無料

Ｊ
Ａ
Ｓ
と
食
品
表
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
２
４
年　　

３
月
号

Ｊ  

Ａ  

Ｓ  

協  

会

日本食品化工株式会社 代表取締役社長
　荒川 健 氏


